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全員協議会次第

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ２ 日

全員協議会室 ９：３０～

１．開 会 （９：３０）

小林事務局長

２．挨 拶

細谷議長

３．協議事項

１）（仮称）地域活性化発信交流拠点の進捗状況報告

２）オーストラリア・クイーンズランド州政府教育省との連携について

３）意見書の調整について

４．報告事項

１）議会広報広聴常任委員会

２）議会運営委員会

５．その他

６．閉 会 （１２：１９）

桃園副議長
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◎開会の宣告

〇事務局長（小林豊明君） それでは、定刻となりましたので、ただいまより全員協議会を開会いたします。

（午前 ９時３０分）

◎開会の挨拶

〇事務局長（小林豊明君） 開会に当たりまして、細谷議長よりご挨拶をお願いいたします。

〇議長（細谷光弘君） 皆さんおはようございます。

本日は、定例会中の全員協議会ということで、ご多忙中のところ、早朝よりお集まりいただきまして、誠

にありがとうございます。先週の運動会につきましては、天候の影響によりまして順延となりましたが、無

事に開催されました。曜日の関係で御覧いただけなかった方もいらっしゃるかと思いますが、それにつきま

しては、少々残念でございました。議会のほうも一般質問が終わりまして、皆様お疲れさまです。議長席の

ほうから皆様の質問を拝聴しておりますと、また違った角度からの気づきもありました。残すところは16日

の最終日のみとなります。ここまで進めてこられたのも皆様のご協力のたまものであると深く感謝申し上げ

ます。

さて、５月28日には、韓国河東郡から中学生の皆様が来町されまして、私もウェルカムパーティーに参加

してまいりました。その前に開催されました世界農業遺産認定地域韓国河東郡との意見交換会、こちらのほ

うも出席しておったのですが、こちらのほうが大分延びてしまいまして、そのパーティーのほうの開催が30分

以上、１時間近く遅れてしまったのですが、当日は私と副議長、そして厚生文教常任委員会の長野委員長と

ともに出席いたしました。パーティーの最後に、河東郡の皆様から我々にお土産を頂戴いたしました。皆様

にお分けできるものはポストに入れておきましたので、既にお気づきの方もいらっしゃるかと思います。ま

た、河東郡の関係者の方との名刺交換の際、今後は議会同士の交流もしていきたいというようなお話もあり

ましたが、これは私一人で即答できる話でもございませんし、私としては現在オランダ、マレーシア、オー

ストラリアなど、様々な国と国際交流を行っている状況なので、その点をお伝えしまして、難しいかなとい

うふうなお話をさせてはいただきましたが、しかしながら、もし正式な提案等があった場合には、改めて皆

様と協議しなければいけないのかなというようなふうには考えております。別にその場で言われたことなの

で、それに対して正式な申込みとか、そういった形ではないので、そこら辺はお土産をもらった手前、ちょ

っと言いにくかったのですが、そういうふうに言っておきました。すみません。

また、６月２日には、埼玉県町村議会議長会の臨時総会が開催されました。その関係で定例会のほうが６

月３日になってしまいまして、申し訳ございませんでした。総会後に講演会を拝聴しましたが、第８回町村

議会議長会全国大会の重点要望の中に、町村議会の問題として、議員の成り手不足、低額な議員報酬、多様

な人材の参画促進、男女共同参画、議会のデジタル化の推進、主権教育の充実など、地方議会の問題点とい

うのがお話があったのですが、そのような中でも三芳町議会におきましては、このＤＸ化、またこの間の議

員報酬の引上げ、また女性議員の比率の高さということで、全国の町村議会の中でも大分先進的な取組を進

めているのではないかというふうに改めて実感いたしました。今後、皆様のお力をいただきながら、議会改

革をさらに推進していければと思っております。
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また、今回の総会におきまして、退任される幹事といたしまして、内藤議員に感謝状が贈呈されました。

これまでのご尽力に対しまして心より敬意と感謝を申し上げます。お疲れさまでございました。引き続き、

三芳町は幹事の役を担うことになりました。なお、会長には寄居町の 澤議長、副会長にはときがわ町の神

山議長、宮代町の田島議長が就任されました。

梅雨入りもしまして、天候も不安定な時期となりましたので、皆様どうかご自愛いただきまして、最終日

まで体調管理に十分ご留意の上、ご対応いただければと思います。本日も皆様の貴重な審議をお願い申し上

げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇事務局長（小林豊明君） ありがとうございました。

◎（仮称）地域活性化発信交流拠点の進捗状況報告

〇事務局長（小林豊明君） それでは、協議事項に移りたいと思います。

進行につきましては、細谷議長、よろしくお願いいたします。

〇議長（細谷光弘君） おはようございます。

本日の出席者は15名全員ということで、委員会条例の定足数に達しておりますので、これから全員協議会

を開催したいと思います。

まず、３の協議事項ですが、１）番の（仮称）地域活性化発信交流拠点の進捗状況報告ということで、こ

ちらについては、では調整幹、よろしくお願いします。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） おはようございます。（仮称）地域活性化発信交流拠点につきま

しては、今年度に入りまして、４月15日に１度進捗状況報告を行ったところでございます。その場のパブリ

ック・コメントを得まして、基本計画の策定を行いました。本日は、前回の報告後の内容を中心に地域活性

化発信交流拠点のその後の進捗状況について、資料に基づきまして説明をさせていただきます。

それでは、早速資料の説明を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（細谷光弘君） 古寺主幹。

〇道路交通課主幹（古寺克行君） 道路交通課の古寺と申します。私のほうから資料に基づきまして、（仮

称）地域活性化発信交流拠点に関する進捗状況報告をさせていただきます。

地域活性化発信交流拠点の基本計画の案につきましては、４月16日から５月15日までの30日間パブリック

・コメントを実施いたしました。その結果、概算事業費に関するご意見、事業採算性に関するご意見、導入

機能に関するご意見、機能分担に関するご意見など26件の意見の提出がございました。このいただいたご意

見に対しての対応方針、町の考え方について取りまとめた資料につきましては、本日添付資料としておつけ

しております。また、この資料については、町のホームページにて公表済みとなっております。

それでは、資料の１ページになります。こちらは、パブリック・コメントの意見を反映した基本計画の修

正箇所を示しております。ご指摘いただいた内容として、地区名の記載ミスですとか、図やグラフの情報の

追記など、合計４か所の修正を行いました。

また、パブリック・コメントの意見以外ですが、４か所について記載ミスなどの修正を行わせていただい

ております。

続きまして、２ページの整備イメージ図を御覧ください。基本計画の中では、スマートインターチェンジ
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下り線側に一体敷地に整備する一体型整備案と、上富小学校を利活用した場合の分担型整備案の２つのパタ

ーンを整理させていただいております。一体整備案の場合は、必要計画面積は約4.5ヘクタールとなります。

一方、分担整備案では、既存の上富小学校の建物、敷地を活用するため、スマートインターチェンジ隣接拠

点側の面積縮減が見込まれ、スマートインターチェンジ隣接拠点側の必要面積が約2.5ヘクタール程度とな

ります。

続いて、３ページ目の事業比較表を御覧ください。こちらは、２つの案に対する事業比較表となります。

基本計画内では、分担型整備案においては、三芳スマートインターチェンジ側を三芳スマートＩＣ隣接拠点、

上富小学校側を上富地域拠点と呼んでおります。

まず、事業費についてになります。建設費については、今後整備計画にて具体的な施設の配置計画ととも

に検討を行っていくものではございますが、基本計画では類似事例などを参考にしながら算出した概算事業

費となっております。分担整備案の場合は、上富小学校の既存の建物を活用することから、スマートＩＣ隣

接拠点の建設費が約23から25億円、上富地域拠点は、小学校の利活用をすることから、建設費が約５億円程

度、合わせて約28から30億円となります。一方、一体整備案の場合の建設費は45から50億円程度となります。

そのほかに整備面積に応じた用地取得費も必要となります。

次に、導入機能についてですが、基本計画で記載された10の求められる機能について、分担案ではスマー

トＩＣ隣接拠点、上富地域拠点のおのおので分担しつつ、全体としては全ての機能を満足する案となってお

ります。

続いて、利便性についてですが、分担整備案では、２つの拠点を結ぶための交通手段が必要であり、例え

ば現在検討を進めている循環バスの活用などが考えられます。一体整備案では、１つの敷地に機能集約が可

能となっております。

続いて、集客性についてですが、スマートＩＣ隣接拠点、スマートＩＣの利用交通量に基づき試算してい

ることから、想定入り込み客数は、どちらも約52万人を見込んでおります。上富地域拠点につきましては、

今後の検討項目となります。

続いて、収益性についてですが、分担整備案については、現時点で考えられる収益施設のうち、温浴施設

以外の収益施設は、スマートＩＣ隣接拠点に設けております。このため、上富地域拠点の想定客数や収益性

の検討は今後必要となりますが、収益施設のほとんどはスマートＩＣ隣接拠点に配置されるため、一体整備

案と分担整備案における収益性は大きく変わらないものと考えております。

最後に、供用時期につきましても、基本計画に記載している令和12年の供用目標は、どちらの案でも変わ

らないものとなります。

以上のように事業費以外については、一体整備案、分担整備案ともに大きな差はないものの、分担整備案

を採用することで、大きな予算削減が見込まれるため、整備方針といたしましては、分担整備案のほうを採

用したいと考えております。

続きまして、４ページの分担整備案の今後の進め方についてを御覧ください。分担整備案を採用した場合

の今後のスケジュールについて、２つのパターンを想定いたしました。１つ目の検討ケースＡでは、スマー

トＩＣ隣接拠点については、令和７年度に整備計画策定に着手いたします。上富地域拠点については、現在

の基本計画では、学童保育や体育館開放など、学校としての機能に関する今後の方向性についての検討がな
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されていないため、令和７年度は基本計画から検討していくというスケジュールを考えております。しかし

ながら、上富小学校と三芳小学校の統廃合につきましては、今後の学校設置条例等が変更されるまでは不確

定ということになっておりますため、検討ケースＢのほうでは、学校設置条例の変更がされた後に基本計画

の策定に着手するという案になっております。基本計画案のパブリック・コメントにおきましても、小学校

の統廃合が決まっていない中で、上富小学校の廃校を前提で話を進めるものはいかがなものかというご意見

もございましたことから、ケースＢのほうにて検討を進めていきたいと考えております。

また、上富地域拠点の基本計画を進めるに当たっては、先ほどもお話ししましたように、学校としての機

能検討を含めた教育的視点だけではなく、福祉などの視点から、様々な町の全体的な政策の視点からの検討

を進めてまいりたいと考えております。

説明は以上になります。

〇議長（細谷光弘君） ありがとうございます。

ただいまの進捗状況の報告につきまして、何かご質問ある方がいらっしゃいましたら、挙手でお願いいた

したいと思います。

ございますか。

吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。おはようございます。

52万人の何か数字がありますけれども、これというのは利用者がこれだけということなのか、どういうこ

となのか、お伺いします。利用者として捉えていいのか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

基本計画の中で面積等を出す際に、どのぐらいのこの拠点に対する利用者があるのかということを試算を

しておりまして、その試算の基になっているところが、スマートインターの利用交通量、１日に約１万2,000台

というのがあるのですけれども、この中でこういう交通利用があると、このぐらいの利用がありますという

あのＮＥＸＣＯのサービスの算定方法という式がありましたので、それに基づいた結果、52万人というもの

を使っております。こちらがこのスマートインターの利用交通量を基にした拠点のほうを訪れる来場者数と

いうようなこのもので、基本計画の中で定めているものでございます。

〇議長（細谷光弘君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） そうしたら、この年間52万人が来るかどうかというのは、全く定かではないとい

うことで捉えていいわけですよね。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） はい、現時点でのその想定をしている見込みの客数となります。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

今のところで、例えばただ単にトイレを利用するというだけでも集客に入るのですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。
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〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） はい、トイレを利用するだけでも訪れるということになりますの

で、例えば駐車場に止めて、トイレを利用するだけというのも含まれているという認識です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

この数字というのは、夜中とか、要するに普通に店がやっていない時間でも通っているわけなので、それ

だともう集客というのに本来は当たらないのだろうなというところで考えると、これの計算の仕方っていか

がなものかなと、24時間営業でもないし、そもそもそんな時間に来るわけもないので、集客性というのはも

う少し考えたほうがいいのかなと思うのと。

あと、これで、この事業で事業費出ていますけれども、これが全部ではないと思うのですけれども、国や

県から幾らぐらいもらえそうなのですか。何割でもいいですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

確かに24時間のスマートインターのほう24時間の利用がありますので、店とかが閉まっているときの利用

者もこれは見込まれております。今後、整備計画におきまして、例えば集客性とやる場合には、どのぐらい

の商益の権益金ですか、そういうものから、例えば客単価どのぐらいというところまで計算しながらやりた

いと思っております。

あと、交付金ですとか、補助金のほうにつきましては、まだこの現段階では幾らぐらい入るという見込み

のフォローは基本計画の中では行っていないのですけれども、整備計画の中で具体的な事業費を精算する概

算事業費を出すときに併せて、どのぐらいの、対象となる交付金でしたらこの対象があるとかありますので、

その辺りを見据えながら、どのぐらいの補助金、交付金の活用が見込まれるのかというところも併せて検討

のほうを行ってまいりたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

では、そのロードマップの中でいつぐらいになりそうですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 基本計画に示していますロードマップの中ですと、今年度の行う

整備計画の中でその辺りを検討することとしております。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

では、今年度中にそれが分かるということだと思うのですけれども、それでよろしいですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） はい、今年度中、整備計画の策定を予定をしておりますので、そ

の中で事業採算性ですとか、補助金のほうの検討もしてまいりたいと考えます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

光下議員。

〇議員（光下重之君） どうもご苦労さまです。
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一般質問の中での町長の答弁だったと思うのですけれども、スマートインターの三芳下り線の物販とかレ

ストラン、これが老朽化しているということもあって、この町側の計画と、それをすり合わせて一体で整備

をするという話もあるというような意味のことを町長答弁されたと思うのですけれども、この計画の中には

そういう点ではないわけなのですけれども、ちょっと疑問に思うのは、両方とも商売敵みたいな形で併設さ

れるような、そういう計画になっているのをＮＥＸＣＯ側がそのまま協力するのかどうかという、そういう

点での疑問もあるわけなのですけれども、そういう点ではどういうふうに考えているのでしょう。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

確かにＮＥＸＣＯのパーキングが今、スマートインターの近くにございますので、そこと内容がかぶるの

ではないかというところについてなのですけれども、一応パサール三芳などのＰＡの利用につきましては、

高速道路利用者、いわゆる通過交通の立ち寄りが主たるターゲットと考えております。また、本拠点は高速

道路利用者をメインターゲットにしつつ、近郊にお住まいの方もターゲットとして捉えることができるもの

と考えております。

また、今後の検討におきまして、例えば三芳ＰＡにはないコンテンツを本拠点で補完するなど、既存であ

るものは差別化を図るということを考えながら、三芳ＰＡとどんな連携が図れるのかということも含めて整

備計画の具体化のほうを進めてまいりたいと思っております。

〇議長（細谷光弘君） 光下議員。

〇議員（光下重之君） ということは、その高速道路利用者だけではなくて、一般道の利用者をかなり考え

ていると、この両方が出来上がると、一般道の利用者の人もパーキングエリアのその物販とか、レストラン

とか、そういうことが利用できるようになると思うのです。その辺果たしてうまく調整というか、すみ分け

というのか、そういうことができるのですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

まずは、その拠点としてどのようなものが必要かというところを検討いたしまして、その中でこういうも

のが必要だと決まった時点で、ではどう実現するかというその事業手法のほうの検討に入っていくわけなの

ですけれども、その事業はどうやって手法を取るかという中で、例えばそのＮＥＸＣＯの建物を利用すると

いうようなものが選択肢が取れるのであれば、そういう選択肢を使っていくというところです。例えば食事

の中の一つがＮＥＸＣＯのほうを利用するのであれば、それとは違ったようなものを拠点のほうに整備する

といったものですが、そういうすみ分けのほうをＮＥＸＣＯのほうと考えてまいりたいと考えております。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。よろしくお願いします。

町としては分担整備案を推したいということなのですけれども、これバスとか、あと自転車を利用して２

拠点をつなぐという想定だと思うのですけれども、その分の道路の整備を置かれて、ここには載っていない

ですよね。それを含めたらどのぐらいの試算になるのか、お伺いいたします。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。
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〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

周辺道路の整備につきましての予算分はまだ含めておりませんので、これからそういうことも検討してま

いりたいと考えます。

〇議長（細谷光弘君） 牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。

となると、現時点では28億から30億で、一体型よりも安く済むということなのですけれども、道路の整備

とかを含めると、同じぐらいになるかと思うのですけれども、その辺は全く試算できていない状態で検討に

入っても大丈夫というお考えなのでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 道路整備がどのぐらいかかるのかというところは、まだ試算がで

きていない状況ですので、その辺りも含めて今後検討してまいりたいと考えます。

〇議長（細谷光弘君） 牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。

本来であれば、それも含めて拠点としての機能が果たせると思うので、その試算が全くできていない状態

というのはまずいのではないかと思うのです。

それと、今、バスも手配が非常に苦労していて、循環ワゴンのほうも新車が購入できないという状況なの

ですけれども、ちょっとこの辺も見込みが甘いと思うのですけれども、その辺は見切り発車でいいのでしょ

うか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

確かに循環ワゴンですとか、その拠点を結ぶところについての検討はこれからというところで、まだ不備

が多々あると思うところはございます。それとは別に拠点として必要な、こういうものが必要だというとこ

ろの整備のところまでは基本計画のほうでしておりますので、まだその基本計画の具体化というところで整

備計画のほうを進めながら、あとまた上富拠点のほうにつきましては、基本計画から再度検討のほうをして

まいりたいと思いますので、その中で併せてその道路の整備ですとか、そういったところも含めて検討して

まいりたいと考えます。

〇議長（細谷光弘君） 牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。

それと、集客性については52万人を見込んでいて、分担型も一体型も変わらないという試算になっている

のですけれども、やはり分担型にすると、そこまで行こうかなと思う人と思わない人というのが分かれてく

ると思うのです。その辺の想定ができていないというところから、集客はやっぱり収入にも影響してきます

ので、その辺の試算があまりにもちょっとずさんではないかなと思うのですけれども、類似したケースであ

ったりとか、そういった実績とかというのは、今回の試算と比べて、どこまでそれ正確なのかなというのが

ちょっと気になるところなのですけれども、この規模の施設と類似する施設の実績とかはどうなのでしょう

か。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。
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〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

その類似実績の整備実績ということなのですけれども、一応類似実績のこのお金とかを基にこの事業費の

ほうはちょっとはじいております。収益につきましては、ちょっと類似実績のところから幾らぐらいの収益

を見込めるというところまでは基本計画では考えておりませんので、今後整備計画の中でそういったところ

のお金の面も試算をしてまいりたいと考えます。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。ありがとうございます。

今、牛丸議員も言った話ですけれども、道の駅、多くは幹線道路に、交通量の多いところに面してつくら

れているわけですよね。しかし、三芳町の場合は町道しかないというところで、この計画進めるとして、交

通安全の問題、それから道路整備、それも一体で考えていかなければいけないと思うのですけれども、今、

ちょっとそういう話もありましたけれども、もう一度伺いたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

議員のおっしゃるとおり、来客する際には車を使われますと、この交通の流れが変わってきますので、そ

の辺りはどういうところから来るのかというところも今後ちょっとこれからの検討事項として、安全性につ

いても検討してまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

それで、パブリック・コメントの結果も資料で添付していただきましたけれども、私も全部逐一細かくは

見ていないのですけれども、ざっと目は通させていただきました。

まず、お伺いしたいのは、パブリック・コメントはどういう目的で行ったのかということでお伺いします。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

パブリック・コメントにつきましては、町民の意見を聴取するという一環で行っております。それまでの

基本計画の中におきましては、最初ウェブアンケートですとか、アンケート調査も行ってはいるのですけれ

ども、それと同じような位置づけでパブリック・コメントということで、この基本計画全体についての意見

をお伺いするという形で今回パブリック・コメントのほうを行いました。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

それでは、先ほどご説明でもありましたけれども、パブリック・コメント、意見を反映ということで、こ

れは文言の修正程度でしたよね。ただ、そのパブリック・コメントの皆さんの意見を見ると、学校統廃合の

件はちょっと置いておいたとしても、あと非常に皆さん採算性のことを問題にされています。それは、今後
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計画つくってから、そこはしっかり精査していくという話ではありますけれども、そこはパブリック・コメ

ントの意見を尊重するとしたら、そこの点を非常に重要視して考えなければいけないと思うのですけれども、

その点いかがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

パブリック・コメントでいただきました様々なその事業費に関するご意見ですとか、事業採算性に関する

ご意見等をいただいておりますので、基本計画の中では申し訳ないのですが、そのところについては、もと

もとその検討が行われていない事項でしたので、反映のほうはできなかったのですけれども、こういった意

見もあるということも踏まえながら、整備計画の中でそういうところを意識しながら検討のほうを進めてま

いりたいと考えております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

ということは、それは今後計画を進めていく中で、そういった意見も考えていくということで、パブリッ

ク・コメントでそういう採算性を考えればやめるべきという意見もかなり多かったわけですけれども、もち

ろんそれはだからといってやめるつもりはないと、あくまで計画は予定どおり進めるということですよね。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） そして、本拠点につきましては、第６次三芳町の総合計画につき

ましても、重点プロジェクトとして位置づけられておりますので、一応拠点のほうの整備は進めるという前

提で掲げてはおりますが、例えば整備計画の中で、事業採算性ですとか、その辺りはきちっと精査してまい

りたいと考えております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

増田議員。

〇議員（増田磨美君） 増田です。

今回この計画が10月までにこの両方、検討ケースＡ、検討ケースＢ、両方のサウンディング調査を行った

りとか、需要予測全てをこれ両方で行っていくということなのですけれども、その10月のときに、全てがき

ちっとどちらがどうで、どちらがどうということを出すということなのか、それとももう今、町は下のＢケ

ースのほうに考えがいっているので、そっちだけを出すということなのか、ちょっとお伺いいたします。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

検討ケースＡ、Ｂとございまして、町としましては、検討ケースＢのほうで行いたいと思います。検討ケ

ースＢのほうについては、分担案のうちスマートインター隣接拠点のほうについては、整備計画のほうを進

めるという形でございます。これは、すみません。10月のところにこの白い線が入っているので、すみませ

ん。ここに線が入っているように見えたかもしれませんけれども、この緑の矢印は３月いっぱいまで引いて

ありまして、３月までに整備計画のほうを、今年度いっぱいかけて整備計画のほうを進めていくというよう
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な方針でございます。

〇議長（細谷光弘君） 増田議員。

〇議員（増田磨美君） では、今年度中にいろいろ出てきてということですね。分かりました。

それと、この計画をつくっていくのは、コンサルを入れるということなのですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） はい、建設コンサルタントを入れて検討のほうを行ってまいりま

す。

〇議長（細谷光弘君） 増田議員。

〇議員（増田磨美君） そのコンサルについては、もう検討が進んでいるのですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） はい、既に契約のほうは締結済みでございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。

パブリック・コメントにもありますけれども、道の駅は実際には３割ぐらいが赤字ということで、それで

も赤字のところも市町村が運営費を支払って継続続いているということが多いのですけれども、町としては

運営費というのはどのくらいを見込んでいるのか、それについて、毎年大体どのくらいの運営費を払うつも

りなのか、お伺いします。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

事業採算性については、ちょっとこれからの審議等になりますけれども、町としましては採算性の中で、

例えば毎年に関する仕入れの値段ですとか、その売上げに関する仕入れから除いたものというところをなる

べく黒字になるような形に持っていきたいというところの考えございます。その試算についてはこれからと

いうところでございます。

〇議長（細谷光弘君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 実際に建物建てて、「はい、終わり」ではないのです。その後ずっと継続してつ

くるつもりなのでしょうから、ですから、その運営費が町としてどのくらい払っていくのかという、そうい

うのは実際毎年ですよね、払っていくのが。実際にそういうところに払っていく必要なんか全くないわけで

すよね、こんなものつくらなくたっていいわけですから。毎年またここに税金をどんどん、どんどん注ぎ込

んで、まして通信のそういった費用なんていったら大きな金額ですよね。ですから、そういった通信費とか、

維持とか、いろんなものを考えたら、多額な運営費になると思うのですけれども、そういうのも試算して明

らかにすべきだと思いますが、どうですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） おっしゃるとおり、様々な運営に関するコストはかかると思いま

すので、その辺も含めて収支がどうなのかというところを検討してまいりたいと考えております。

以上です。
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〇議長（細谷光弘君） あくまでもこの今の現在の進捗状況の報告なので、その先についてはまだ答えられ

ないと思いますので、よろしくお願いします。

本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

すみません。１点確認させてください。当初の計画ですと、面積4.5ヘクタールで上富小学校跡地を使う

と、上富小学校面積1.1ヘクタール、この本体のほうは２から2.5ヘクタールということで、この計画面積と

上富小学校の面積合わせても3.何ヘクタールということで、約１ヘクタールの面積縮小になるのですけれど

も、その根拠をお伺いしたいのですが。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

面積の縮小につきましては、分担案のほうでは平地林の面積を少し縮めたりですとか、あと全体的な面積

が縮まることによりまして、調整池のほうもその受ける雨水の量は変わってきますので、調整池のほうにも

影響したりとかしますので、その辺りも含めて分担案のほうは小さくなっているというような試算でござい

ます。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

ということは、そうやって面積が多少縮小する部分はあるけれども、機能としては両方の案とも全く同じ

というふうに考えていいのでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 一体整備案、分担整備案ともに求められている10の機能というこ

とは満足できるというふうに考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

久保議員。

〇議員（久保健二君） 久保です。ご説明というか、ありがとうございます。

それで、私も今回大分気になる事業ではあったので、一般質問のほうもさせていただいたところなのです

けれども、まず一般質問の答弁でいただけなかった内容がこの資料にも載っているということで、非常に残

念に感じています。私としては、やっぱり一般質問の質問の中でも言わせていただいたとおり、今やるべき

ではない事業なのかなというのと、今の説明をお聞きしていて、高速利用者もターゲットにしているという

お話ありましたけれども、高速利用者はほとんど利用というのはこれ難しいのかなというのと、52万人の集

客なんて望める施設ではないのかなというふうに感じています。

上富小との分担案というのも、これ以前から出されてはいましたけれども、この分担案というのは、今の

時点でこれ資料として町民が見えるような状況、決まっていないものを出されるというのは、やはりこれ基

本計画といえども、まだ今の時点ではこれは伏せておくべき、もちろん協議の中で話し合うのはいいと思う

のです。急にこうなった場合に、こういう案も考えていますというのはいいと思うのですけれども、ただ、

これまだ決定していないものを出して、では実際これ統廃合が決定しなかった場合に、この協議の協議した

こと自体が無駄になってしまうわけですよね。というのも考えたり、やはりこれを見たときに町民の方がそ
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こまで理解できるかというと、これ統廃合がこの後もう決定したようにも取られる方っていらっしゃると思

うのです。そうすると、やはり今の段階ではもうちょっと慎重に取り扱うべきなのかなというふうには思っ

ています。

分担案とかという、上富小の統廃合に関しては、これは反対している議員さん、中にいらっしゃいますの

で、私のほうでこれ大きいあれを、今ここで声上げるわけにはいかないですけれども、分担案だとか、サー

ビスエリアの横で一つの施設として考えるとかというのであれば、もう分担案まで考えているのであれば、

統廃合が決定した後に上富小だけをそういった道の駅という考え方で全然いいのかなというふうに思いま

す。なぜ分ける必要があるのかなと。

道の駅って、正直なところ施設の内容が充実さえしていれば、サービスエリアの横に置く必要ってないの

ですよね。インターチェンジから離れていても、集客がいまだに黒字経営で行われている施設というのはい

っぱいあるので、そういったところを参考にすれば、あえてサービスエリアの横にわざわざ同じような施設

をつくる必要というのはあるのかなというようにも感じていますけれども、その辺どういうふうに捉えてい

るのか、お伺いしたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） おっしゃるとおり、道の駅というのは、必ずしもインターの直近

にあるという必要はございませんので、その道の駅としての要件さえ満たしていれば、どこにでも置けるも

のでございます。

今回のこの分担案についてですけれども、スマートインター隣接拠点ということで、スマートインターの

隣接に置いているところなのですが、スマート、その拠点に来られる方をインター利用者というところも大

きく考えておりまして、インター利用というのが１日１万3,000台というかなりの利用がございます。この

方たちも何とかこの拠点のほうに取り込もうというふうに考えた際には、インターのほうに近いほうが有利

性があるのではないかというところで、インターのところに講じているというところはございます。

また、あと一方での上富地域拠点のほうにつきましては、確かにまだ決まっていないのだから、こういう

基本計画を出しているというところは、いろんなご懸念があるということは、パブリック・コメントからも

分かりましたので、そのような問合せがあった場合には、丁寧にこちらのほうも対応してまいりたいという

ふうに考えております。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 久保です。

その辺というのは、説明を、今までの説明聞いていまして、理解はしているのですけれども、何をしたい

のかというのが正直目的が見えない。ぶれているように感じています。当初のこのにぎわいバザールの構想

の施設の内容から、正直ここに来て分担案まで出てきた内容って、大分ぶれていると思うのです。ミュージ

アムだとか、そういうお話も先日の質問の中で他の議員からもありましたけれども、それというのは、また

これ道の駅的な施設とは別の考えであって、そうですよね。そこの場所につくるわけではないですよね、ミ

ュージアム。つくる気なのですか。

それとか、あと農業体験もそうですよね。別なところでの体験を考えているというので、最初その施設内

でという話だったのが、町内の別な場所でという考え、それって、そうするとこの施設は関係ない話なので
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す。そこら辺もしごめんなさい。私のあれが違うのであれば、すみません。ご答弁いただいていいですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

ミュージアム等につきましては、導入機能の中の一つの地域振興機能の中でミュージアムというものも一

応位置づけはしておりますので、今回のこの地域活性化拠点の中でのお話というふうなことで話させていた

だいております。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） はい、分かりました。県の所有の土地のほうの話があって、その中でミュージアム

の話が出ていて、建設の話も出たので、そこに建設をするのであれば、施設、今回のこの検討している施設

とはまた別の話になるのかなというので今、すみません。聞かせていただきました。

それと、やはりきちんと単発、一つの施設としての考えなのか、今もうその分担案のほうをメインで進め

ていきたいというお話ありましたけれども、ただ、先ほどから出ています事業採算性の話も出ていましたけ

れども、やはりそこで先にそっちだと思うのです。採算が取れるかどうかというところをまず検討して、採

算が取れるのであれば、この事業を進めていこうというふうに進めていかないと、今の情勢を考えると、正

直なところ、これは建築費も読めないですよね。今の段階でこれは28億、30億と出ていますけれども、これ

がでは藤久保地域拠点と同じで、このでは事業費だけで本当に賄えるのかというと、正直これは３年しかた

っていない藤久保地域拠点が20億以上も上がっているわけですよね。そうやって考えると、今、30億と言っ

ていますけれども、これ３年後にはどうなっているのという話とか、あと藤久保地域拠点でのほうでも出て

いましたけれども、運営費用のほうもこれは青天井で、将来的に幾ら運営費用を町のほうで負担しなければ

いけないか分からないという話も出ていますけれども、これ同じですよね。これ公設民営という話であれば、

向こう20年、25年、どういう方式取るか分からないですけれども、ＰＦＩとかＤＢＯ等の方式を取るのであ

れば、やはり運営もそっちに任せるのであれば、そっちもこれは将来的に30年後どうなるのかなという、ま

ずだから町のこれこの間また一般質問でも言いましたけれども、町の将来の計画とか、設計でこの事業をや

って大丈夫かどうかというところをまず考えないと、話だけ先に進めるのってどうなのかなというふうにち

ょっと思うのですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 意見ではなくて、これについての報告の中身について聞いていただければ。

〇議員（久保健二君） 報告ですけれども、これこの内容自体があって、やる必要があるかどうかの話では

ないですか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議員（久保健二君） これやる必要があるかという話……

〇議長（細谷光弘君） いや、この状況報告なので、それについてやりませんとか、やりますとかいうこと

は言えない。やりませんということは言えないわけです。

〇議員（久保健二君） 私もだから将来の設計もできていなくて、こんなような計画を立てて大丈夫かとい

うこと、町のことを心配しての話なのです。

〔「新たな視点というふうに捉えて」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） 進捗状況なので、全てこれで決まったわけでもないし、その……
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〔「今、暫休中ではないので」と呼ぶ者あり〕

〇議員（久保健二君） 基本計画というあくまでこれベースになるわけだから。

〇議長（細谷光弘君） すみません。では、総合調整幹、答えられるところをお願いします。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 議員の心配されることもごもっともだと思いますので、そうです

ね、特に事業採算性と事業費のほう、特に事業費というのは、人件費ですとか、資材費の高騰というのがど

こまで伸びるかというところはちょっとなかなか予測しづらいところではありますけれども、できる限りそ

の辺りも考慮しながらやっていきたいと思うので、もし資材費のほうが伸びるイコールやはり物価のほうが

上がっていくということですので、その分になりますと、例えば出るお金も増えますけれども、入るお金も

もしかしたら増えるかもしれないところはありますので、その辺りもなかなか読めないところありますので、

今のできる考えられる中でこの収益どうなのかというところを見込みながら考えていきたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 議長から今回のこの報告に対しての質問だと言われたので、最後にしますけれども、

ちょっと私としては正直なところ、無駄な協議として私はやるべきではないと今思って、今の段階でですよ。

とは思っていますので、今のような質問させていただいたのと、計画性というか、例えば今回、昨年の３月

10日にスマートインターチェンジのほうが開通しましたけれども、そのインターチェンジの設計からこれは

絡めるべきだと思って、おととしですか、９月の段階で、この賑わいバザールの構想が一旦消えていたので、

私のほうでそれどうなっていますかという質問をさせていただいています。そこはこの間も話したように、

推進の立場でさせていただいたのですが、そのスマートインターチェンジと絡めてきちんとした計画を立て

ていれば、例えばですけれども、さっき調整幹のほうでお話があったように、高速利用者にも使ってもらい

たいという話であれば、あえて隣り合わせに同じような施設をつくらなくても、サービスエリアの入り口、

出入口で、サービスエリアを利用できるようにすれば、そこって利用者は使えるのですよね。ただ、今回例

えば上り線なんかそうですけれども、降りるときの利用者は使えないというようなつくり方をしてしまった

がために、使えなくなってしまっている。以前は使えたわけです。そういったところの何かきちんとした計

画ができていないから、このようなものをつくらなければいけなくなったりだとかというところもあるし、

だから一つの事業として関連した計画というのを立ててする。単発ではなくて、点ではなくて、ちゃんと線

でつなげて計画って立てるべきなのかなというふうに思うのですけれども、今後にもつながるので、その辺

どのようにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 時期的なものとしましては、スマートインターのところと、その

バザール賑わい構想というところがちょっと動きのところが別々になってしまっているところあると思うの

ですけれども、議員のおっしゃられるように、例えばこの今回導入機能10のものが必要だというふうに考え

ておりますけれども、その中で例えばＮＥＸＣＯのほうでこの辺のところは賄えるよねということあれば、

その事業手法の中で、この必要なものをどう実現していくかというところで、いただいた意見も踏まえなが

ら検討してまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） よろしいですか。
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ほかにございますか。

増田議員。

〇議員（増田磨美君） 増田です。

このスケジュールの中にはないのですけれども、まずこの計画を立てていく上で、住民の意見を聞くこと

は大事だと思うのですけれども、その住民への説明会というのは何回ぐらいこういうふうに、どこに入れる

というふうに考えていらっしゃるのか、もう一回お伺いします。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

この２ページ、４ページ目で示しているこの中では、その意見の聴取というか、今で考えているのは、整

備計画をつくった後に、基本計画と同じようにパブリック・コメントのほうは考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） 増田議員。

〇議員（増田磨美君） でも、後ということになると、このもう全部これはできているので、これでどうで

すかということを住民に説明する、今、例えば途中でこれが本当に必要であるのかどうかという意見は、も

うそこではなくて、最後のほうになると、もうこれでいいですかというような説明になるような気がするの

ですけれども、途中ではしないのですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 基本計画を進めるに当たりまして、例えばアンケートのほう、様

々なアンケートを行って、どんな機能が必要かというところは聞いて行ってまいりました。その流れの延長

上としての今回の整備計画になりますので、整備計画をつくる際には、整備計画検討委員会というところを

例えば公開でやはり行う予定でございます。その中には傍聴も可能ですし、またその整備計画の委員の方々

は、そのおのおの専門的な立場の方から意見をいただくというところでもございますので、そういった意見

も反映しながら、整備計画のほうをつくってまいりたいと考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） 増田議員。

〇議員（増田磨美君） もちろんその検討委員会の方々が東大の教授であったりとか、そういったきちっと

した知識をお持ちの方が入っているのは存じているのですけれども、町民の意見というのは、大事だと思う

のですけれども、それが何か後になってしまっているような気がして、ちゃんと説明すべきだと思うのです。

というのは、この計画の説明案も６月６日の辺りに町のホームページのほうに上がってきていて、何かちょ

っと遅いし、住民は本当に分かっていないと思うのですけれども、きちっとお知らせするべきだと思います

けれども、その辺についてはいかがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

今月行われますまちづくり懇話会の中でもこの話題のほうは住民の方々に提供してまいりたいと思ってい

ますし、そういったところで利用しながら、住民の方々の意見も聴取してまいりたいと考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

細田議員。

〇議員（細田三恵君） 細田です。
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ちょっと質問が戻るかもしれないですけれども、４ページの先ほどから収益施設という整備計画の中で試

算していくというところを答弁していただいているのですけれども、確認なのですけれども、計画の中で以

前でもサウナだとか、足湯だとかという表記があって、分担になっていくと、また変わってくるのかなと思

ってはいるのですけれども、そのほかの道の駅とか、そういうところにも浴槽的な……

〔「温浴」と呼ぶ者あり〕

〇議員（細田三恵君） 温浴というところは結構かなりあって、ブームなのかなというところもあるのです

けれども、10年、20年、ずっと長くやっていく中で、この温浴とここに書いてあるような施設を視点に置い

て考えていくということなのか、ここまでではなくて、収益を考えて、また考え直すのかというところはい

かがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） はい、おっしゃるようなその収益についての検討はこれから行う

ものであるのですけれども、その中で例えば温浴施設については、かなり維持費ですとか、かかり過ぎて、

収益も少ないということであれば、もしかしたら見直すこともそれは十分にあり得ることだとは考えてござ

います。

〇議長（細谷光弘君） 細田議員。

〇議員（細田三恵君） これからということだと思いますので、そういうところもしっかりと検討していた

だきたいなと思っています。

あと、もう一つお願いします。以前から計画の中で、防災拠点というところもお話が調整幹がされていら

っしゃったのですけれども、分担になった場合、その駐車場というところの防災機能を併設するというとこ

ろなのですけれども、以前と変わらず、防災機能も取り入れて検討を進めていくということでよろしいので

しょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えします。

その10の機能の中には、防災機能というところも位置づけておりますので、この防災機能というところも

スマートインター隣接拠点のほうに取り込みながら検討のほうを進めてまいりたいと考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかに。

細田議員。

〇議員（細田三恵君） すみません。この表の中でも防災機能を二重丸になっているところは分かるのです

けれども、特別な機能を併設されての防災機能なのか、ただこのスペース的な駐車場、結構かなり止められ

ますよというか、スペースを確保できますよというところなのか、具体的にどういうものを考えていらっし

ゃるのでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えいたします。

ちょっとまだ想定にはなってしまうのですけれども、例えばトイレとかが電気がなくても使えるものです

とか、あと停電に耐えられるような施設にするですとか、情報発信するところも、その電気がなくてもある

程度例えば自家発電ができるようにするですとか、そういったものをちょっと想定をしております。
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〇議長（細谷光弘君） 細田議員。

〇議員（細田三恵君） そういうものを想定しての機能をばっちり設備をされるということであれば、全国

の防災機能を登録、検索すると、全国の防災設備をされたところが出てくるのですけれども、それに登録さ

れるようなものになるのか、そこを目指しているのか、教えてください。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） お答えをいたします。

道の駅の中に「防災道の駅」というのがございまして、ちょっと防災的な位置づけを持ったものは「防災

道の駅」といって登録されるのですけれども、その場合には、例えば県の防災計画の中に拠点として位置づ

けるというようなところが必要になってきますので、その辺りも見据えながら今後検討を進めてまいりたい

と考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

今度から検討ケースＢですよね。でするということで、その検討委員会ってあったと思うのですけれども、

そちらも了承済みですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 了承済みというのは……

〇議員（菊地浩二君） もう委員会はないのですか。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 委員会というのはあれですか。

〇議員（菊地浩二君） 検討委員会。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 検討委員会は行っていき、委員会といいますか、検討会というこ

とで行ってまいります。整備計画検討会でしたっけ、検討会を公表の中で行ってまいります。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） これまでその地域活性化発信交流拠点基本計画検討委員会というのが回数を重ねて

協議されてきたのだと思うのですけれども、その結果でこうやって何かころっと変わったのかどうか分から

ないのですけれども、この検討ケースＢでやるということを今まで検討してこられた方の委員さんというの

はちゃんともう了承済みなのかということを聞いているのですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 検討委員の皆様には、基本計画の段階においては、まず２つの案

のほうを示させていただきました。今回のこの検討ケースＢと分担案でいくというところは町のほうの方針

とありますので、その辺りを整備計画の中の第１回目のところで説明をしながら、こういうことで今年度は

進めてまいりますというところで説明をしてまいりたいと考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

ということは、まだしていないということですよね。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。
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〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） その委員会の中での話としてはまだ行ってはおりませんというよ

うな形になります。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

だとすると、今日議会に説明するよりも、まずそっちが先だったのではないのかなと思うのです。今まで

検討してきた委員さんが、「えっ、何で」となりませんか。「自分たちの立場はどうなの」って。「やっぱり

議会なの」って。そういったことをちゃんと委員さんの感情とか、そういうのをやっていかないとうまくい

かないと思うのですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） ああ、そうですね。おっしゃるとおり、委員の皆様にはちょっと

始まる前にその辺りの面も含めて説明してまいりたいと考えてございます。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） もうこっちに説明してしまっているではないですか。説明する前にというのはおか

しいですよね。手順間違えていましたというところからスタートしないと、委員さん一生懸命検討してきた

のに、「えっ、何で自分たちは後回しなの」ってならないですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） そこにつきましては、前回例えばその分担をつくりますというと

ころの中で、機能として分担、どっちになっても大丈夫というところは説明をしておりますので、あとは町

のほうの判断にということについての考え方でございます。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

町の判断は分かるのですけれども、「今までやってきたのは何だったの。自分たちが中心でやってきたの

に、何で先に議会に説明するの」と言われると、こっちも「えっ、何ででしょうね」としか言えないので、

そこら辺はちゃんとやってほしかったなというのと、あとそのもうコンサルは契約済みということなのです

けれども、ここのこの仕様書とか見ると、4.5ヘクタール程度となっているのですが、契約のその規模は今

度検討ケースＢだと変わってくるわけですよね。そうすると契約の内容そのものが変わってくるということ

にならないのですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 検討内容につきましては、その面積に応じて単価が変わるという

ものではございませんので、検討内容としては同じものを検討するというところでございます。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

言っていることはそうなのですけれども、募集するに当たっては4.5ヘクタールを前提に、１か所やると

いうことを前提に公募しているわけではないですか。その公募に応じてきた人で、「もう契約しちゃってい

るんだけれども、実は今度は分担でやりますよ」と言うと、「前提条件が違うんじゃないの」ということに

なるのではないのかと思うのです。そこら辺のやり方もちょっとまずいのではないのと思うのです。前提条
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件が違えば、提案する内容も変わるわけではないですか。であればもっと幅を広くして、こういう２つの案

があって、そのどっちのを選択するかとか、そういったのを含めて応募条件の中に入れておくべきだったの

ではないのかなと思うのです。見るとやっぱり4.5しかないわけです。進め方として、適切ではないのでは

ないのというところが議会からもいろいろ意見が出てくる理由の一つになるのではないのかなと思うので

す。もう少しうまく進められないですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） その業務のほうの契約方式につきましては、今回プロポーザル方

式というところで契約をしておりますけれども、そのプロポーザルのほうの内容というのは、どういった形

で意見を取り入れていくかというところの、その分担案であっても、一体案であっても、採用できるものだ

と考えておりましたので、その後は請負者との協議の中で、もし変更が必要だということが生ずれば、変更

契約ということもできることになりますので、その辺りはそういうことで対応していきたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

最初からこれは発注者側の理論ですよね。受注者側の理論ではないわけですよ。お互いが納得していかな

いと、契約というのはうまくいかないわけですから、そういう変更する余地があるとしたら、最初からそれ

は言っておくべきだったのではないの、条件の中に入れておくべきだったのではないのというところなので

す。発注者側の理論だけで進められるわけではないというところで、そういったことをちゃんとやっていか

ないとうまくいかないのではないのというのがちょっと憂慮するところなのですけれども、発注者側の理論

を押しつけるのはやめたほうがいいと思いますけれども、どうですか。

〇議長（細谷光弘君） 総合調整幹。

〇道路交通課総合調整幹（神森友秀君） 発注者側の理論を押しつけないように進めてまいります。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

一応１時間過ぎたのですけれども、まだたくさんあるようでしたら、一旦休憩しますけれども、どうです

か。大丈夫ですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） ないようでしたら、この協議事項１）につきましては、これで閉じさせていただき

ます。

道路交通課の皆様、ありがとうございました。

それでは、休憩したいと思います。

（午前１０時３３分）

〇議長（細谷光弘君） それでは、再開いたします。

（午前１０時４５分）

◎オーストラリア・クイーンズランド州政府教育省との連携について

〇議長（細谷光弘君） 続きまして、２）番のオーストラリア・クイーンズランド州政府教育省との連携に
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ついてということで、秘書広報室のほうから説明をお願いしたいと思います。

室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） おはようございます。お時間いただき、ありがとうございます。秘書広報

室です。

オーストラリアのクイーンズランド州政府教育省との連携について、そちらのご説明のほうをさせていた

だきたいと思います。私、高橋と、あと副室長の冨田、主幹の八田で説明させていただきます。どうぞよろ

しくお願いします。

今までのオーストラリア・クイーンズランド州関係の経緯をまず説明させていただきたいと思います。

説明のほうは冨田副室長のほうでさせていただきます。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） おはようございます。副室長、冨田です。

全員協議会資料１に基づきましてご説明させていただきます。オーストラリア・クイーンズランド州政府

教育省との連携についてということで、今、今年度から親善大使の海外派遣事業が実施されるわけですが、

それに至った今までのオーストラリアとの経緯についてご説明します。

（１）としまして、三芳町とオーストラリアの交流ということで、平成９年度から平成20年度までブリス

ベンへの中学生海外派遣事業を実施しておりました。そのときにはホームステイのほか、ランコーンステイ

トハイスクール及びアスコット小学校を訪問し、授業に参加、そして現地の生徒たちと交流し、親睦を深め

た。こういったことがございました。

続いて、親善訪問団の受入れ事業ですが、平成５年度から平成22年度までアスコット小学校の少年少女親

善訪問団を町へ受け入れて、町民によるホームステイのほか、町内小学校の授業にも参加し、交流を深めた

経緯がございました。

合意書の提携ということで、平成10年に三芳町とアスコット小学校との間で国際親善を図るため、双方の

国を訪問し、交流を深めるための合意書を提携していたことがございました。

それに基づいて交流を進めていたのですが、平成12年にアスコット小学校の親善訪問団受入れを予定して

いましたが、小学校側の事情により、それが見送られ、以降、オーストラリアとの交流は途絶えてしまって

おりました。

（２）番としまして、オーストラリアとの交流再開に向けてということで、こちらは昨年、実際に現地の

視察に行っております。日程としましては、令和６年５月17日から５月22日、町長をはじめ教育長、秘書広

報室長でクイーンズランド州のほうに伺いました。視察地としましては、クイーンズランド州の教育省、Ｅ

ＱＩ、それとＥＱＩのホストスクール３校、それとＥＱＩ環境教育センター、ローンパイン・コアラ保護区、

それとブリスベン市内の文化芸術施設等、それとゴールドコースト周辺を視察しました。

続いて、ＥＱＩの職員来町ということで、今年の２月17日、ＥＱＩの国際教育部門海外プログラム担当部

長のミシェル・カウウェル氏が当町にお越しになりました。表敬訪問と今後の事業実施に向けた意見交換を

実施しました。そのときに、ミシェル氏から、三芳町とＥＱＩが双方で連携の下、今後のオーストラリアの

派遣事業等について進めていくため、協定の締結についての提案がございました。

（３）番としまして、「意向表明書 教育分野における協力について」（案）についてということで、ミシ
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ェル氏が来町した際に提案のあった協定のことなのですが、意向表明書ということで、ちょうど昨日、ＥＱ

Ｉよりこちらに送付されました。中身につきましては、今後ちょっと内容を精査していく必要があると思い

ますが、文面につきましては、協議会資料の２及び３に添付してございます。

（４）としまして、令和７年度三芳町オーストラリア親善大使派遣事業としまして、こういった経緯から

今年度オーストラリアの親善大使の派遣事業の実施が決定しております。令和７年10月12日から10月22日、

親善大使は20名です。ホストスクールにつきましては、昨年視察でも行きましたブリスベン・サウス・ステ

ート・セカンダリー・カレッジというところになります。そのほか、そこのホストスクールでの授業等のほ

かに、別途ＥＱＩの環境教育センター、ローンパイン・コアラ保護区、ゴールドコースト等の親善大使の視

察がプログラムに組まれているような形になります。

続いて、秘書広報室長のほうからご説明させていただきます。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） 高橋です。引き続きご説明させていただきます。

資料のほうに意向表明書（案）ということで、資料２と資料３、資料２に関しては、そのままオーストラ

リア・クイーンズランド州から送られてきたものでございます。日本語訳したものが資料３となっておりま

すので、そちらをご参照いただきながらお願いいたします。

４月15日に開催されました全員協議会で口頭で報告させていただきましたが、オーストラリア・クイーン

ズランド州教育省（ＥＱＩ）から協定書の話がございまして、これが「意向表明書 教育分野における教育

について」ということで、これが昨日、先ほど申したとおり届きましたので、議員の皆様にお示しさせてい

ただきます。

意向表明書の文面に表記されておりますとおり、１の目的として、両当事者間の関係構築を通じて得られ

る文化的・教育的な相互利益を認識する。

続きまして、３として、予想される教育分野として、小さい（a）でございますが、日本からの学生及び

教育者を対象とした短期スタディツアー、体験型学習、文化交流プログラム、（b)で両当事者間の継続的な

情報交換、(c)、両当事者間の国際教育連携の促進、(d)で相互関心のある分野における教育的連携の強化に

向けた方策の検討、こういった記載がございます。

基礎自治体としては、日本では初めてでございまして、特にクイーンズランド州が埼玉県と姉妹州提携を

結んでいる点、また三芳町は地域社会及び学校の国際化に重点を置いている点、また町長が国際的なつなが

りを広げること、特にクイーンズランド州及びＥＱＩとの関係について、ＥＱＩへのビジョンに強い関心を

示されたことを評価いたただきました。これは、大変光栄なことでございまして、かつてオーストラリアの

小学校と相互交流を行っていたこと、また今年度からオーストラリアに中学生20名を親善大使として派遣し、

今後交流を続けるに当たり、この締結は直接クイーンズランド州教育省との関係が良好に進められることや、

学校や学生に接点と機会を提供いただける点、派遣される生徒の保護者の安心感、信頼感が得られるなど、

大変有意義なものであると考えられ、ＥＱＩが三芳町との長期的かつ強固な関係を築いていきたいと希望し

てございます。町といたしましては、この意向表明書の締結を考えております。つきましては、クイーンズ

ランド州教育省から町長へ招待状が届いておりまして、10月の生徒の渡航に合わせ、町長がオーストラリア

に行き、公式署名式に出席する予定と考えております。
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また、このオーストラリア親善大使派遣事業は、町の重要な事業でございまして、公式署名式にはぜひ議

員さんにもご同席いただき、派遣された生徒のスタディツアーの内容、また教育省（ＥＱＩ）のほうから署

名式後にこの教育プログラムをぜひプレゼンしたいという話が来ております。今後のオーストラリア・クイ

ーンズランド州との交流についてぜひご理解いただきたく思っております。その渡航費用の経費等について

は、今後の補正予算、こちらに経費を計上したいと考えております。

以上で秘書広報室のほうのご説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長（細谷光弘君） ご説明ありがとうございました。

今の説明につきまして、何かご質問ある方は挙手をお願いします。

内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） ご説明ありがとうございます。大変名誉のあることかなと、基礎自治体で初とい

うことでございますので、大変大切にはしていきたいなというふうにも思っております。

まず最初に、ＥＱＩの職員が三芳町に来られていますよね。それは埼玉県が姉妹州であるからということ

で、三芳町をご紹介されたのでしょうか。どういう仲持ちというのかな、があって三芳町に来られたという

ところがちょっとよく分からなかったのです。教えてください。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えします。

懇談の中で、埼玉県姉妹州ということで話は出なかったのですが、日本に多分ほかのやっぱりスタディツ

アーとか、学校関係の訪問がほかの都道府県であったということで、そちらの訪問したときに、三芳町が事

前にクイーンズランド州を訪れていただいて、そういった生徒の派遣ということの事業をご存じでしたので、

こちらにぜひ寄りたいということで、旅行会社を通してうちのほうを訪問いただいた経緯でございます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） では、このクイーンズランドのほうの州の教育省でございますけれども、ほかの

市町、基礎自治体ともこういうふうなこの協定書を結びたいという意向はあるのかどうか。うちはまず最初

に選ばれたということなのですけれども、今後もこれは拡大していくというふうに考えてよろしいのでしょ

うか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

今のところうちのほうの調べる限り、ＥＱＩと提携しているところでいいますと、調べた限り、広島県、

あと京都府の教育委員会、これはＥＱＩとの協定ということで、ちょっとそれしか出てこなかったところな

のです。やはりどこでもという、この前の懇話の中では、どこでも協定を結びたいという意向ではなく感じ

ております。その中で、先ほどちょっとご説明の中で申したとおり、この辺は国際交流関係の重点を置いて

いる点とか、その教育プログラムに関心のある点とか、その辺を、そういった理由から、三芳町のほうの協

定の話が出たものと思っております。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 内藤議員。
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〇議員（内藤美佐子君） これから中身、協定の中身については、いろいろお話合いがあるのかなと思うの

ですけれども、今、説明をいただいている中で、アスコット小学校から三芳町を訪問されたという、以前、

1997年、1978年でしょうか。実はうちの子供がちょうどそれで唐沢小学校でアスコット小学校の皆さんと交

流をしたことがあります。実はその頃はまだ小学生なので、英語教育なんていうのはやっていないのですけ

れども、外国のお客様が来て、みんなと一緒になって遊んだという、それがすごく残って、やっぱり外国の

方とのこのおつき合いというところ、国際交流というのを子供心に感じて、もうその頃から英語教育だとか、

そういうところに興味を持っていくという、そんな我が子の体験がありましたので、今のところはまだこれ

はどんなプログラムになるのか分からないのですけれども、できれば行く子ばかりではないので、この三芳

町の小学校にいるお留守番の、お留守番というか、行かない子供たちにもせっかくこの交流をするのであれ

ば、何かよい教育効果があるようなことも今後しっかり考えていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

ここでマレーシアとオーストラリアの派遣に当たって、子供たちと会って、直接話を聞いて、全員行けな

いので、面接というお話を中で話していただいたのですが、かなり行った子から話を聞いて、自分も行きた

くなったとか、やっぱり友達づてにすごい興味をも持ったという話をすごく聞きまして、全部いろんな子を

行かしてあげたいのですけれども、それはちょっとなかなか難しい点があって、そういった広がりがすごく

出ているのかなと思っております。当然うちもその行った子だけではなくて、みんなに広くその経験等を伝

え、それで自分も行きたいなと思ってくれる子が多くなってもらいたいなとは思っておりますので、しっか

りこの報告等を今後広がる機会を設けていきたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） すみません。今、お尋ねしたのは、相互交流ができるように、あちらからももし

そういう機会があれば来ていただくというような、そんなこともプログラムの中で話合いをしていただくと

ありがたいなというのをお尋ねしました。その点はこれからのことなので、結構です。

それと、一応公式署名式というふうになりますと、町長がぽつんとという形ではなくて、やっぱりしっか

りとしたご一行、パーティーを組んで、それで子供たちの引率とは別のご一行パーティーでしっかりと取り

組んでいただきたいと思いますし、それをやはりプレスにもしっかりと報告していただきたいというふうに

思いますので、その辺はいかがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

当然かなり町としてこれは訪問、署名式のほうに臨みたいと考えています。ぜひパーティー組んで、議員

さんにも一緒にご同行していただきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

光下議員。
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〇議員（光下重之君） 説明ありがとうございます。

内藤議員さんが聞かれた答えの中で、三芳町以外に広島県と京都府の教育委員会という言葉を使われたの

ですけれども、これは都道府県レベルの話なのですか、それともその中の一自治体そのことを言っているの

でしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） お答えいたします。

先ほどお答えにあったＥＱＩとの提携先の中で、広島県と京都府教育委員会とありましたが、広島県、県

です。県とＥＱＩの提携、それと京都府教育委員会とＥＱＩの提携、こういった事例があります。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 光下議員。

〇議員（光下重之君） 光下です。

ということは、その先ほど言われた基礎自治体、市町村レベルということでいうと、三芳町が日本国内で

はただ一つという、そういう捉え方なのですか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 冨田です。お答えいたします。

今回この意向表明書の関係で先方とやり取りしている中で、その辺も伺ったところ、やはり日本国内の基

礎自治体とＥＱＩが直接こういった提携をするといった事例は見つからないということでした、その担当者

が見る限り。過去の資料を見ても見つからないということは、基礎自治体としては日本初のケースなのでは

ないかなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

資料１の１ページ目の一番下、合意書の提携というところで、平成12年に小学校の事情で見送られて、以

降、オーストラリアとの交流は途絶えてしまったとあるのですけれども、これ事実ですか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） どうですか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） 高橋です。

今、ちょっと資料を確認して、多分うちのほうの間違いがあるかと思いますので、訂正させていただきた

いと思います。確認してから訂正させていただきます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） よろしくお願いします。

ほかにございますか。

吉村議員。
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〇議員（吉村美津子君） 吉村です。

いつもこのことについては、否定をさせていただいていますけれども、こういったところに使うのは住民

の声ではないと思うのですけれども、この間、子どもフェスティバルのときに、子供たちに意見を書いても

らうということで、とてもいいことだったなと思うのです。それには緑の保全とか、学童保育室の存続とか、

近くに遊ぶ公園が欲しいとか、いろいろ書かれていたのですけれども、やっぱりこういった町民が高齢者と

か、それから青少年とか、子供たちが何をしてほしいのか、町にどういうことをしてほしいのか、そういっ

た声を聞いてやるのが町民の幸せに通じると思うのです。そういったことをしていくべきだと思うのです。

その中にこの国際交流がたくさん入っているのならいいのですけれども、そういったことをすべきだと考え

ますが、どう思いますか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

今、町で子どもにやさしいまちづくりといった事業を進めてまいります。ＣＦＣＩの認定自治体、承認自

治体を目指すということで、そういったところでもいろいろ子供たちのアンケートを取っておりますので、

そういった機会を通じて内容等も確認しているところでございます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。すみません。

調印式には議員も参加するということで、向こうの教育省とも関わるということなので、誰も行かないと

いうわけにはいかないと思うのですけれども、やはり住民の中でも賛否あるところかと思いますので、帯同

する人数というのは、前回のペタリングジャヤよりもちょっと配慮した人数というのを考慮いただきたいの

ですけれども、今回は何人で予定されているということでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

ご説明の中でもあります。これからしっかりその辺はうちのほうでも考えて、積算をして、補正予算のほ

うで出す考えでおります。そこでご審議のほうをしていただきたいと思っております。まだ正確に何人お願

いしたい。ちょっと今、積算をしているところでございます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。

海外交流が進んで、参加したいという生徒が毎年増えているということはすごく好ましいことで、それで

も連れていける人数には限界があるので、その分町内に残っている子供たちにもその影響が行き渡るように、

オンラインであったりとか、そういったところにも十分予算を割いていただきたいので、その分は配慮をお

願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 質問ではなくて、よろしいですか。
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冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 冨田です。先ほどの菊地議員からのご指摘の件でお答えします。

「平成12年にアスコット小学校の親善訪問団受入れを予定していたが」と、資料にございます。こちらは、

大変申し訳ございません。誤植でございまして、「平成24年（2012年）」の誤りでございます。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 2012年の、平成でいいますと24年になります。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

久保議員。

〇議員（久保健二君） 久保です。

すみません。内容は理解はさせていただいたのですが、これちょっと今回のこのクイーンズランド州との

提携というか、連携についてだけにとどまる話ではないのですけれども、これは以前から例えばですけれど

も、その予算上程の際の質問だとか、あと予算特別委員会とか、決算でもそうですけれども、のたびに、当

初の年度契約の中に入っていないような計画というのが上がってきたそのたびに、議会のほう、個人的にも

そうなのですけれども、このような出し方をされると、議会としてとか、議員としての調査の時間もなかな

か取れないというときもあったので、その辺のところも含めて出し方を考えてほしいというようなお話とい

うのは今までも再三させていただいたという経緯があると思うのですけれども、今回も子供たちの派遣とい

うのは、これは当初予算に入っていたので、理解していたところなのですが、ただ、今回のその調印式とい

うか、協定を結ぶのに当たって、またここで補正予算ということなのですけれども、これ本来であればです

よ、これ私個人的にはこのような話がありました。議会のほうに報告があって、では令和８年度に実施する

のに当初予算に上げるというなら分かるのです。ただ、これって令和７年度のこの時期に上げなければいけ

ない理由ってあるのですか。子供たちを派遣するのに合わせたというのは分かるのですけれども、ただ、合

わせる必要もないと思うし、もし本当にこういう調印式なり、協定を結びたいのであれば、令和８年度の当

初予算に上げて、そのような設ける。事業に対して私どうこうではないのですけれども、ただ、この上げ方

に対してどうなのかなという気がするので、すみません。お答えいただいてよろしいですか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

２月に教育省のマネジャー、ミシェル・カウウェルさんがいらして、話がまず出た。そういうことはご説

明したと思うのですが、そのときにぜひ10月に町長に招待状をお持ちいただいて、10月のこの生徒の派遣に

合わせて来ていただいて、それで協定を結べればということでお話がございました。また、その初めて子供

たちを派遣するに当たって、ぜひ町長も見ていただきたいというか、招待をするということで招待状を持参

した経緯がございますので、今回この調印式の話もありましたので、来年度、令和８年度当初ではなく、こ

こで10月に合わせて実施したい、お願いしたいということで考えております。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） そうですね。２月にお話があったという話は先日、前回の全員協議会でも説明を受
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けていたので理解はしています。今の話、10月に合わせて町長にもそのような子供たちの派遣事業を見てほ

しいという話があったのは分かるのですけれども、ただ、例えばですけれども、以前あったのは、例を挙げ

させていただくと、マレーシアのペタリングジャヤのほうのブースを急にみよしまつりに来た訪問団の市長

ですか、のほうにブースを出してほしいという話があって、９月に言われた話をいきなり補正で上げてきた

というときにも、調査する時間もないし、どのようなブースかと聞いたときに、室長のお答えもなかったと

きに、このような出し方で、私たち何を判断して予算を認めればいいかどうか分からないという話もさせて

いただいたと思うのです。やはりその向こうから言われたことというのは、今お話しいただいて、分かるの

ですけれども、ただ、そのお話をいただいたからといって、こっちにも都合というのはあるわけではないで

すか。やはり当初予算って、令和７年度これだけ審議して決めた内容を、こういう話があったので補正で上

げさせてくれと言って、今回の一般質問、誰かはちょっとすみません。どの議員さんの答弁だったか分から

ないですが、やはり優先順位を考慮した上で決めているという話、町長からの答弁にもあったと思うのです

が、そうするとこれって優先順位的に補正で今、上げなければいけない話なのかなというのは、正直今、説

明を聞いても、ここで上げないで、当初予算に上げるのが一番これスマートな上げ方なのかなというふうに

思って聞いていました。

向こうからのもちろんその意向というのは、話聞いて分かるのですけれども、ただ、向こうに言われたか

らといって、いや、こっちももう予算組んでいるので、令和８年度のほうで改めて予算を組ませてもらうか

ら時期決めましょうという話でも全然いいと思うのです。そうすると議会のほうにそのような報告を上げて

いただければ、私たちも調査する時間もあるしというふうに感じたので、その辺ちょっとすみません。とい

うのは、同じような内容も決まっていないで予算を上げてきたりだとか、あと当初計画にないこういった計

画をいきなり入ってきて、それで次の議会へ上げますよという話とかというのが、少し今回初めてではない

ので、その辺どのように捉えているかだけお伺いしてよろしいでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

当初予算から予算計上できれば、当然それは議員さんにもしっかり調査していただいて、調べていただい

て、審議していただくというのがベストだと思うのですが、やはり町の執行部としては、緊急性の高い、町

の中でしっかりここは必要なものだということで、補正予算というものがございますので、そこに提出させ

ていただいて、ご審議いただくと。これは、町の中で何でもかんでも上げるわけではなくて、しっかり町長

の提出権、予算の提出権でこれはご審議いただく案件だということで出させていただいているところでござ

います。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 必要か必要ではないかということを私問わせていただいているわけではないのです

けれども、事業に対しても別にこれ反対とか、賛成で今申し上げているわけではないのですが、ただ、緊急

性ってあるのですか。これ令和７年度10月に子供たちと一緒にオーストラリアを訪れて、クイーンズランド

州のほうを訪れて、調印式というのは、その中でしなければいけない理由ってどこかにあるのかなと。さっ

き言ったように、令和８年度にきちんとした形で当初予算で上げて、調印式を結ぶので予算を認めてくださ
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い、承認してくださいという形で上げても全然これ問題ないのかなという気はするのですけれども、そこを

あえて、ごめんなさい。再三の同じような質問になってしまいますけれども、10月にあえてそこの子供たち

の派遣と合わせて協定、調印を結ばなければいけない理由って何かあるのでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） 高橋です。お答えいたします。

これは、緊急性とか、そういう該当ではないかもしれないのですが、補正予算でよく緊急性のあるものを

補正でという話はございますよね、一般的に。今回は、やっぱり一番大きいところは、ＥＱＩから、教育省

のほうから町長に10月にご招待いただいた。そのときにぜひそういった協定を結びたいという向こうの意向

が一番大きいところでございます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） はい、分かりました。

その10月に協定を結びたいという意向が２月にあったというのは分かるのですけれども、ただ、今回通知

が来たのって、これは昨日ですよね。これが２月に来ていて、当初予算間に合わなかったから、ここであれ

してくれというのは分かるのですけれども、これ今回、今来て、それをもう９月で予算を認めてください。

それで10月に一緒に同行のほうをお願いしますって、ちょっとそこって順序もそうなのですけれども、違う

のかなという気がします、今聞いていても。10月の同行というのは私たち知らないで、向こうから声が上が

ったというのは知らないですから、今回これ通知が来て、このような締結を結びたいというのは、今日これ

見させていただいた話なので、当初予算に上げられた、さっきから何度もごめんなさい。同じこと言ってい

ますけれども、当初予算に上げられて、当初の計画に入れられたのであれば、全然問題なくもう予算で認め

ている話ですし、そこをどうこう言う話ではないのですけれども、先ほどから申し上げているとおり、当初

計画になかったのだから、これ令和８年度で組みましょうというようなやり方というのは、これは町として

できないのでしょうか。それを向こうから言われたからといって、緊急性あるなし関係なしに補正予算で上

げなければいけないのかなというふうに思うのですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

これは、補正予算で、ここで年度の途中でございますが、ぜひこの予算をいただきたい。ご審議いただき

たいということで上げようと考えております。２月に話がございまして、実際やはりいろいろ手続、ハリケ

ーンの関係やら、向こうの承認の関係でクイーンズランド州だけでは収まらず、上のところまで承認をいた

だくとか、いろいろ経緯が上がったみたいで、うちのほうは待っていたところなのですが、やっぱり正式な

ものを見てからでないと、うちのほうもしっかり判断できないということで、やっと昨日届きましたので、

今日全員協議会のほうに急で申し訳ございませんが、お示しさせていただいたところでございます。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 今回は、昨日届いたものを今日議会のほうでたまたまタイミング的にも全員協議会

ということで示す場があったので示していただいたということで理解はさせていただきます。
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それで、これ内容に対して、これから先ほどもほかの議員からもお話あったように、協議したりとか、調

査をしたりだとかということで、内容的に問題があるというか、行政のほうでやるべき事業だというふうに

思った際には、補正予算として上げてきていただけるというふうに思うのですけれども、これがきちんとま

とまって、町の回答がきちんと決定するのっていつ頃になりますか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

本当に昨日届いたばかりなので、先に私も前回の全員協議会ですぐ届き次第お示しするというお約束では

ないですけれども、ちょっと言ったことであったので、一応内容は確認いたしましたが、ここからかなりも

っと詰めるところがあると思います。10月のこの調印に向かって、提携に向かっては、かなりやっぱり話合

いとか、連絡を取りながら、大筋はそんな不都合はないかなと思っているところ、やっぱりしっかりこれは

見ていきたいと思っておりますので、なるべくその調印に間に合わせるために早くに連絡取りながら確認し

ていきたいと思っております。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。

担当課は大変だなと毎回思いますけれども、ぜひ今、一番大事なのは、もう町としてやらなければいけな

いのは、この物価高、これに対して町民に何をしていくかというのが一番大事なのですよね。そのこともそ

ういった町単独のはあまりなくて、こういうことばかりどんどん、どんどんしているのは問題だと思います

けれども、そのことについて町長に伝えておいていただきたいと思いますが、どうですか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） 高橋です。

毎回全員協議会でこういったご説明をした後、議員さんのほうからいただいたご意見とか、ご質問とかは

全部町長と共有しておりますので、伝えるというか、当然普通のことで、ふだんやっていることをやってい

きたいと思っております。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

すみません。さっきの続きですけれども、合意書の提携で、アスコット小学校の合意書というのは、もう

失効していると考えていいのですか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 冨田です。お答えいたします。

こちらにつきましては、特に期限等はうたわれていなかったものなのですが、もう交流自体が途絶えてし

まっておりまして、実際にそのオーストラリア・クイーンズランド州への短期留学ですとか、長期留学の仕

組みがちょっと当時と変わっておるようです。要はＥＱＩを通してそういった留学プログラムを組むみたい
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な形で、この……

〇議員（菊地浩二君） 前に締結したのまだ生きているのか、もう失効しているのかと聞いている。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） はい、失効していると思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

その根拠は何なのでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 先ほど申し上げました2012年、平成24年にこちらに来るはずだったも

のが来れなくなり、そこからもう連絡等は恐らく取っていない状況だと思います。それをもって交流自体が

途絶えておりますので、その合意書につきましては、もう有効ではないというふうに認識しております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

これ契約書ですよね。要するに合意書でも、タイトルが違うだけで。結局自治体の契約というのもそんな

に軽いものなのかなというふうにちょっと思ったのです。そうしたら新しくやるこの意向表明書、これもそ

んなにどうこうすることでもないのかなと考えると、そんなに重く受け止めなくてもいいのかなと思うので

すけれども、それは小学校とクイーンズランド州の違いというのがあるということなのか、どうなのですか。

締結しているのに、もう連絡ないから、もう失効していますよという、そんな軽いものなのか。それをまた

今回もやるのかどうか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 冨田です。お答えいたします。

今回、こちらの届きました意向表明書の素案ですが、そちらの４の部分になるのですけれども、有効期間

のほうが一応案としては定められております。こちらにつきましては、当事者同士が本書に署名した日をも

って発行して、３年間を有効というような形でうたわれております。

続いて、５の部分の変更というところで、意向表明書につきましては、修正、変更、または延長すること

ができ、修正・変更・延長は、両当事者が署名した日をもって効力を生じるものとしますということでなっ

ていますので、継続、延長する場合につきましては、引き続き署名して、その効力を延長するようにという

ような形で考えております。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

昨日と言うより、我々は今朝もらったので、ちゃんと見てはいないのですけれども、これを見ると、この

今回のでは３年間ですよね。それを更新するとしたら１年になるかもしれないし、もっと長くなる。５年に

なるとか、そういった可能性もあるわけなのですけれども、結局また署名しないと継続もできないとなると、

それはそれで厄介だよなと思う部分があるのです。前のやつだと別にもう失効していますよというぐらいの
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軽いものだったらまあいいかなと思うのですけれども、そこら辺今後詰めていただいて、ちゃんとした自治

体としての責任を果たせるような合意書にしてほしいなと思うのと、今、この案で来ている中で、三芳町が

要望した内容というのはどれくらい入っているのですか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

実際、昨日届いて、うちも見て、内容を見ての話なので、要望はまずしていないです。これからお互いの

やっぱりここは契約ですので、双方の意見というか、要望というか、その辺を盛り込みながら、これは契約

していくものと考えております。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

それをこうやって議会に報告していただけるのは大変ありがたいのですが、では町としてはどういったこ

とを要望するつもりなのですか。

〇議長（細谷光弘君） 秘書広報室長。

〇秘書広報室長（高橋成夫君） お答えいたします。

うちのほうの考えでは、細かくまだ決めてはいないところもありますが、やっぱり今後の学生の交流、こ

この部分の保証ではないですが、しっかりその辺をバックアップして協力していただきたいというところ、

あとこれは教育省なので、相手が。可能でありましたら、三芳の行きたい学生さん、中学生と限らず、広く

オーストラリアのほうのこういったスタディツアーとか、そういったものに行く機会をぜひ設けてもらいた

いなというのは担当として思っているところでございます。

以上でございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

なければ、副議長。

〇副議長（桃園典子君） ご説明ありがとうございました。

意向表明書のところで１点教えていただきたいのですけれども、目的のところの文面の中に、「商業的お

よび協働的関係の可能性を摸索」とあるのですけれども、この商業的というところを町としてご理解されて

いる感じでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 冨田です。

こちらの文言につきましては、先方に確認しようかなと思っていたところではございます。ただ、予想な

のですけれども、このＥＱＩが行っているスタディツアーというプログラムにつきましては、ＥＱＩ側もち

ゃんと対価を取って行っている事業、いわゆる商業的な部分もあると思います。そこのところをもしかした

ら言っているのかなというふうに想像するのですけれども、ちょっと先方には確認していきたいと思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 副議長。

〇副議長（桃園典子君） はい、分かりました。では、内容のほうを確認しながらということで理解いたし
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ます。

予想される協力分野のところで、（a）、（b)、(c)、(d)までありますけれども、これ京都府と広島県という

ことで先に提携を結んでおられるところと内容的には、昨日来たばかりということなので、これから例えば

対比しながら内容を精査するという、そんな感じの理解でよろしいですか。

〇議長（細谷光弘君） 冨田副室長。

〇秘書広報室副室長（冨田 篤君） 冨田です。

先ほど答弁させていただきましたが、広島県と京都府の教育委員会とＥＱＩがそれぞれ提携しているとい

うことなのですが、その広島県及び京都府教育委員会のほうで提携した書面を入手できれば、多分比較でき

るとは思うのですけれども、そこはちょっと調査して、できるだけ入手して比較できるようにしたいという

ふうに思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） それでは、大丈夫でしょうか、皆さん。

それでは、まず資料１につきまして、訂正したものを後日上げていただきたいというのがまず第１点なの

ですが、それでよろしいですか、皆さん。

菊地議員、大丈夫ですか。訂正上げてもらうように。この線で書き直すのは駄目ですよね。

ちゃんとしたものをもう一回上げていただければと思います。

それでは、２）番の秘書広報室の説明につきましては、これで締めさせていただきたいと思います。

秘書広報室の皆様、どうもありがとうございました。

暫時休憩いたします。

（午前１１時３２分）

〇議長（細谷光弘君） それでは、再開いたします。

（午前１１時３４分）

◎意見書の調整について

〇議長（細谷光弘君） 続きまして、３）番の意見書の調整についてですが、一応この載っている順番とい

うことで、吉村議員さんのほうから説明をいただきたいのですが、まず吉村議員さんのほうから資料のほう

の提出がございましたので、そちらについては許可をいたしましたので、皆さんご承知おきをいただければ

と思います。

それでは、吉村議員、この意見書についての説明をよろしくお願いしたいと思います。

〇議員（吉村美津子君） それでは、消費税率を５％に引き下げることを求める意見書（案）について説明

をいたします。

消費税は、1989年４月に導入され、2019年には消費税率は10％になりました。消費税は食料品や日用雑貨

など生活に必要な商品にもかかり、所得が低い人も富裕層も税率は同じです。そのため、年収が低い人ほど

負担の重い税となっています。物価高騰で生活が大変な今日、消費税の負担が重くなっています。景気をよ

くするため、生活支援のため、負担の重い消費税率を５％に引き下げることを政府に求めるものであります。
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資料も掲載をさせていただきました。今、財源としては内部留保が539.3兆円にもなっていますので、こ

の法人税率が次々と下がってしまっているのです。過去には43.2％だったと思いますけれども、それが次々

と下がってきております。実際にこの資料からも2012年から23年の11年間で資本金10億円以上の大企業の税

引き前の利益は29.2兆円から2.6倍の77.1兆円と増えています。反面、法人３税は9.4兆円から15.2兆円と、

1.6倍の論理にとどまっています。

また、所得税の最高税率が過去は70％だったのです。それが2011年には25.2％と、失礼しました。実際に

は50％とか、40％で、現在は46％だと思いますけれども、そのように所得税率の最高税率も次々と引き下げ

られてきております。

今、特に大手の企業がこういった内部留保がありますので、そういった部分をせめて法人税率を30％に戻

していくとか、それから所得１億円を超えると、税率が次々低くなってしまっているのです。50億円とか、

100億円の所得のある人もいますけれども、こういった例えば100億円ですと、2019年の例ですと16.2％と下

がっていますので、やっぱりこういった高額所得の人にはそれなりの応分の負担をしていただく。それから、

政党助成金の廃止とか、そういうことをしていけば、財源はありますので、やはりそういった応能負担とい

うものを用いてやっていけば、消費税を５％に引き下げることは可能だと思っていますので、政府にそのこ

とを求める意見書となっております。よろしくお願いいたします。

〇議長（細谷光弘君） ありがとうございます。

それでは、この意見書について、何か調整すれば賛成できるというような点がございましたら、挙手をお

願いしたいと思います。

本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

今、財源について、資料を載せていろいろ説明していただきましたけれども、これは政治主張の話であっ

て、この意見書では皆さん賛同していただけないと思います。今、国会のほうでも大体野党のほうは消費税

減税ということを皆さん言うようになりましたけれども、しかし、財源についてはもう各党派全く別々です。

自民党さんのほうでも消費税減税必要だという意見もありますけれども、このもし財源はどうするのだとい

う質疑があれば、いや、私はこう思いますということで答えられるとは思うのですけれども、これを意見書

に入れてしまうと、ちょっと意見が一致を見られない。賛同皆さんしていただけないのではないかと思いま

すけれども、どうでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。

やはり５％に引き下げることによって、12兆円の減税となりますので、それはもう町民とか国民にとって

は大きなやっぱり生活支援策になるわけです。今、物価がこれだけ高いわけですから、ですから、そういっ

たことをやっぱり生活支援していくためにどうするかということで、これが一番やっぱり生活のためには支

援になると思っていますので、しかし、その財源についてもきちっと保障していかなければ、こちらの提案

としてもやっぱりそこを抜きにしてというのは、皆さんの同意が得られれば、私は財源を抜きにしてもいい

と思うのですけれども、しかし、責任としては財源が先ほど言ったように、やっぱり法人税率の低くなって

いる、43.2％から二十何％まで、ましてすごい大手の企業は、ここにもありますように10％なのです。中小
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企業よりか低いのです。ですから、いろんなそういった財源を示してやっていかなければ、本当の趣旨には

ならないと思うので、実際にそういったことを示さないといけないかと思って、それも記載させていただき

ました。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

牛丸議員。

〇議員（牛丸藍子君） 牛丸です。

先ほど本名議員もおっしゃったように、主題のとおり消費税率５％に引き上げることという意見書であれ

ばいいのですけれども、やはり財源確保というのはいろんな意見がありますので、そこまで入ってしまうと、

それを含めた主題になってしまうと、ちょっとまた趣旨が変わってしまうかなと思うので、財源確保につい

てはもう少し幅を持たせた記載であればいいのかなと思うのですけれども、その辺はご考慮いただけないで

しょうか。

〇議長（細谷光弘君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 実際にもう皆さんも知っているように、一律10％というのは、低所得者には負担

が大きいわけです。ですからこそ、こういったところも直していかなければいけない。賛同いただければ、

その財源についてどうするのかというのは明記しなくても、今、物価高が大変なので、消費税率を５％に引

き下げると、そういうふうに書き直しても私はいいと思っています。そうすれば皆さんが賛成いただけるの

ならば、それは変えることは可能です。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

大丈夫ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） ないようですので、以上で吉村議員の提出されました意見書の調整については終わ

らせていただきたいと思います。

続きまして、本名議員の提出されました意見書についてご説明をお願いできますか。

本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

今回、ヘイトスピーチ禁止（包括的差別禁止）の埼玉県条例制定に向けての検討委員会設置等を求める意

見書（案）ということで今回提案させていただきます。

ヘイトスピーチについては、これはもう大分前から問題になっておりまして、国のほうでも2016年に本邦

外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、通称ヘイトスピーチ解消法と

か、言い方は何種類かあるようですけれども、通称そういうような言われ方をしております。法律は一応国

のほうにはあります。

それに先駆けまして、その前の年、2015年、平成27年９月定例会で、三芳町議会においても意見書第８号

ヘイトスピーチ対策に係る法整備等対策強化を求める意見書というのが可決されております。これは、私で

はないです。拔井議員、当時。の提案でたしか全会一致だったと思います。こういった国のほうの動き、三

芳町議会の動きはあるわけですけれども、しかし、これについては、やはり国の法律については、禁止条項

がない、実効性に乏しいということが問題になっております。また、国連人権理事会とか、国連人種差別撤
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廃委員会などからも、もっと法整備しっかりやっていただきたいという、そういう勧告も出ております。

この意見書についてはですが、これは埼玉県知事宛てなのですけれども、埼玉県においては、近年問題に

なっているのは、蕨とか川口市などにおけるクルド人あるいは在日朝鮮人に対するヘイトスピーチ、ヘイト

クライムが問題になっております。これは、自治体レベルでいうと、以前は川崎市のほうで非常に問題にな

っていました、在日コリアンに対する差別、街宣行動。ところが、川崎市のほうは2019年に川崎市差別のな

い人権尊重のまちづくり条例というものがつくられ、これにおいては禁止、それから罰則の項目があります。

それで、そのヘイトを行っていた団体もなかなかやりづらくなり、それが今度埼玉県のほうに、川口、蕨の

ほうにそのまま移動してきたよというような、そういった状況があります。なので、埼玉県のほうにおいて

も条例制定に向けて検討委員会設置して議論していただきたいという、そういう内容の意見書であります。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（細谷光弘君） ありがとうございます。

それでは、本名議員の意見書につきまして、何かご意見ございますでしょうか。

副議長。

〇副議長（桃園典子君） 桃園です。ご説明ありがとうございました。

１点だけお願いします。ヘイトスピーチ禁止（包括的差別禁止）というこの二重立てになっているそこの

理由だけ教えてください。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。お答えいたします。

国のほうのヘイトスピーチ解消法、それは通称ですけれども、その要するにヘイトスピーチに限定という

か、狭い範囲の法律なので、ここで言っている包括的差別禁止というのは、これは先ほどお話しさせていた

だいた国連のほうからも求められて、あるいは国内でも日弁連とか、アムネスティとか言っている話ですけ

れども、ヘイトスピーチだけではなく、ヘイトクライム、要するに言葉だけではなく、ほかにも例えばネッ

トでの言動や、あるいは脅迫や、ここ、意見書の案の中でも具体例で県警のバリケードを破って突入し、２

名の逮捕者が出たというようなことも挙げさせていただきましたけれども、実際危害が及ぶような事態も起

きていますので、そういったこと、それから差別を受けた人の救済とか、そういう広い範囲での条例ですね、

この場合は。で今の国のヘイトスピーチ解消法では非常に不十分だということで、もっと広い範囲で、本当

に実際に差別がなくなるようにという、そういう趣旨のところでこの包括的という言葉を入れさせていただ

きました。これは、私だけの言葉ではなくて、先ほど申し上げたように、国連とか日弁連とかも言っている

言葉です。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 大丈夫ですか。

ほかに。

小松議員。

〇議員（小松伸介君） 小松です。

意見書を読ませていただきまして、川崎市の事例も書いてあるのですけれども、県としてこういったもの

に取り組んでいる事例というのはほかにあるのでしょうか。
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〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

県としてというのは、ほかの県でという意味ですね。多分全部詳しく調べたわけではないですけれども、

そういった条例を多分ほかの自治体とか、県レベル、そこら辺正確にすみません。確認していないのですけ

れども、ほかの自治体でもこういうような条例をつくっているところはありますけれども、ただ、やはり実

効性という点、多分その罰則とか、そういったものが入っているのは川崎市だけではないか。私が調べた限

りでは川崎市だけではないかなというふうに思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 小松議員。

〇議員（小松伸介君） 小松です。

自分も少し調べただけなので、詳しく調べていないのですけれども、結構罰則がないところがやっぱり多

かったかなと思うのですけれども、その川崎市のほうで罰則がありということで、その川崎市のほうでも、

実際に運用してみたけれども、減っていないみたいなことを言っている人もいたり、何かどうなのだろうな

と思いながらちょっと調べさせてはいただいたのですけれども、それは自治体ではなく、県として求めると

いうところの意義をまずちょっと教えていただきたいのですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

私の調べた限りでは、川崎市は減っていると、なくなったわけではないということだと思います。それで、

やはり国のほうで法改正していただければいいのですけれども、まず埼玉県民として、まず地元からと、具

体的にその川崎市の条例の例を挙げていただきましたけれども、それと同じように、三芳町というと範囲が

狭過ぎますので、ここで挙げさせていただいたのも、三芳町だけの、三芳町というか、川口とか蕨の話なの

で、埼玉県全体で取り組んでいただきたいという、そういう趣旨です。

〇議長（細谷光弘君） 小松議員。

〇議員（小松伸介君） 小松です。

だったら国に上げたほうがいいのではないかなと思ったのです、単純に。県ではなくて。法改正というか、

その実効性のあるもののような取組をしていただきたいということで、何で県なのだろうと。やっていると

ころは一個もないのに、何で県なのかなと単純にそう思ったのですけれども、その辺についてはいかがでし

ょうか。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） もちろん国という、そういうやり方もあると思いますけれども、実際埼玉県の住ん

でいる住民として、今回はこういうふうに、実際クルド人の、私もクルド人だけではないです。外国人の支

援団体の方、それから元朝日新聞の記者でこの問題に取り組んでいる方とメールでですけれども、実際やり

取りさせていただいて、ぜひ埼玉県で条例をつくってもらいたいという、そういうご意見もいただいたので、

今回そのようにさせていただきました。

〇議長（細谷光弘君） 小松議員。

〇議員（小松伸介君） 小松です。
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今、提出者もおっしゃいましたけれども、なかなかその罰則まで設けているところがないというところで、

それを県に罰則つきでやれというのも、なかなか事例がない中でどうなのかなというふうに感じたのです。

それだったらやっぱり国にその根本的なところから訴えを持っていったほうがより効果的なのかなと感じた

のですけれども、いかがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

そのやはり罰則をつけるというのは、慎重な判断、協議が必要だと思うので、なので今回の意見書もいき

なり条例をつくれということではなく、検討委員会でそこでしっかり議論して、制定してほしいというふう

にさせていただきました。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

細田議員。

〇議員（細田三恵君） 細田です。

私も少しなのですけれども、調べさせていただいて、クルド人の方が本当に迷惑をかけられているという

か、迷惑に思っていらっしゃることは何か残念かなと思っています。その行われている川口市だとか、蕨市

というところの議会の動きは把握されていらっしゃるのですか。同じようにそういう動きはあるのか、ない

のか、もし分かりましたら教えていただきたいと思います。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

ほかの自治体のことまでは調べていないです。今回はあくまで埼玉県へということで、ほかの自治体の議

員と連携しているわけでもありませんし、今回三芳町議会として意見書を採択していただきたいということ

で提案させていただいております。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございませんか。

内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） ありがとうございます。

調整という意味ではないのですけれども、この件は埼玉県、大野知事に宛てていらっしゃるということで、

もしかしたら県議会の中でしっかりとこの議論が行われているのではないかというふうに思うのですが、今

ちょっと確認をしていたのですが、一般質問等で出ていまして、それでも知事はその条例、法律を超えての

条例をつくるみたいな答弁はないのです。やっぱり解消法ができてもう４年たっているというところで、そ

こにちょっと足りないところがあるのであれば、やはりこれ法律の改正というところで国に上げるべきもの

かなというふうに思うのですけれども、同じ質問になるのですけれども、ちょっとこの県に上げるというと

ころがどうも納得ができないのですが、いかがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 国のほうですと、法改正という形になろうかと思います。自治体なので、条例とい

うことなのですけれども、これ国のレベルの話になると、さらに相当ハードルが高くなります。実現可能な

ところで埼玉県というところで今回提案させていただいているのですけれども、ハードルが高いという意味
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は、むしろ国のほうはクルド人のほうを規制しろというような、そういう意見が結構出ています。なので、

まずできるところからというところで、埼玉県の条例ということで今回させていただきました。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） 日本の国といいますか、法律を超えての条例制定というのは難しいと思うのです。

だから、例えば法律上に計画をつくりなさいだとか、ここについては県でしっかり計画をつくっていくのだ

よみたいな記述があれば、それに合わせて検討委員会をつくったり、計画をつくったりというのはあるのだ

ろうけれども、今のところそれでやっていくしかないのかなというふうに思うのです。特に刑事罰というと

ころがやっぱりネックになるのかなというふうに思うのですが、それは大野知事が県で勝手に刑事罰を加え

るというような条例制定が、確かに川崎はできてはいるのですけれども、実効性はないかなというふうにも

思います。なかなか難しい条例制定になるかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

川崎は私が調べた限りは実効性があると。言われていることは、川崎ではそのヘイト行動をやりづらくな

ったので、埼玉に移ってきたと。実際、埼玉で街宣行動とかやっている団体は、相模原市に住所があるとか、

そういった事実もあります。だから……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議員（本名 洋君） うん。だから、そうですね。ですから、今度はいずれはこれはもう国連からも勧告

されているように、国のほうでも動いていただければありがたいところですけれども、繰り返しになります

けれども、まず足元からということで、埼玉県の条例ということで今回提案させていただいております。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

特にないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） それでは、協議事項のは終わりましたが、12時になりますけれども、皆さん、この

まま引き続きやったほうがいいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

◎議会広報広聴常任委員会

〇議長（細谷光弘君） それでは、４番の報告事項に移らせていただきます。

議会広報広聴常任委員会からということで、菊地委員長、お願いします。

〇議会広報広聴常任委員長（菊地浩二君） 議会広報広聴常任委員会から報告というか、ありますので。

まずは、定例会のポスターの掲示のご協力ありがとうございます。皆さんのおかげで傍聴いっぱい来てい

ただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

また、６月定例会は期間が短いので、もう来週になると閉会となります。閉会後は速やかにまたすみませ

ん。撤去のほうをお願いしたいと思います。

それと議会だよりの一般質問の原稿ほか全ての原稿、討論ですとか、そういったことも含めてなのですが、



- 41 -

提出期限が６月19日木曜日17時、午後５時までとなります。事務局のほうに届くように、これはもうこれ一

択しかありませんので、期限は必ずお守りいただきたいと思います。

それともう一つ、議会報告会です。令和７年度の議会報告会は、これから協議をしていきますので、開催

日時、運営方法等はこれから委員会のほうでしっかり考えて、皆さんにご報告したいと思います。必ずやり

ますので、その旨ご承知おきいただきたいと思います。

議会報告会からは以上となります。

〇議長（細谷光弘君） こちらについて何かご質問ございますか。

大丈夫ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議会運営委員会

〇議長（細谷光弘君） それでは、２）番の議会運営委員会からということで、林委員長、お願いします。

〇議会運営委員長（林 善美君） 議会運営委員会では、先日の委員会のときに、政務活動費の報告をチェ

ックさせていただきました。その中で、書き方の例を示させていただいているのですけれども、その例、間

違いではないのですけれども、例のとおりではない方がいらっしゃいましたので、今回はそのままチェック、

訂正はせずにいるのですけれども、次の提出、今年度が終わったときの提出のときには、改めて案を、案と

いうか、事務局に作っていただいた例を見ながら、同じように書いていただきたいと思います。

例を挙げると、備考のところの書き方で、別紙参照と書くこととか、振り込まれた日にち、日付です。あ

と分割のところで令和６年と入れるとか、領収書には書籍名を入れるというところもあるのですけれども、

ここを次回は必ず確認していただいて、正確に記入いただければと思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） ありがとうございます。

この件につきまして何かご質問ございますか。

ないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） その他報告がある方いらっしゃいますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎その他

〇議長（細谷光弘君） 特になければ、５番のその他に移らせていただきます。

その他ということで、皆さんからは特にないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） なければ、事務局のほうからお願いします。

〇事務局長（小林豊明君） 事務局、小林のほうからご説明のほうを１件させていただきます。

６月この定例議会で第41号議案、追加議案としまして、財産の取得について上程させていただきました。

内容につきましては、５月臨時会において補正予算として可決いただきました、議会会議映像、資料及び音
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声認識字幕表示等システムのここで随意契約として仮契約のほうを株式会社会議録センターと結ばせていた

だいております。この本システムの購入契約を締結するため、議会でご承認いただいた後に本契約を締結す

るために、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の

議決を求めるものとなっておりますので、上程をさせていただいております。

ちょっとスケジュール、内容について簡単にちょっとご説明させていただければと思います。スケジュー

ルにつきましては、議会のほうでご承認いただいた後、６月中に本契約のほうを結びまして、７月、契約後、

業者のほうで発注、調達等の対応をします。その後、実質工期としましては、今考えておりますのが、10月

上旬から11月の上旬、契約工期としまして、11月７日までとなっておりますので、それまでにシステムのほ

うを整備しまして、12月の定例会から稼働ということで考えております。

この工期が、工事といいますか、購入のほうをしまして、設置が完了しましたら、デモ等を行いまして、

調整のほうをしていければと思っております。

それで、このシステム、１度４月の全協のときにも簡単にご説明をさせていただいたのですけれども、こ

のシステムを導入することによりまして、まず65インチモニターを議員さんの議席から見まして左上、そち

らに65インチモニター、こちらに映像プラス文字、これがリアルタイムで文字のほうが流れる形になります。

それと、傍聴席のほうに55インチモニター２基、２段に上下で設置しまして、上段が映像、下段が文字、

こちらもリアルタイムで文字のほうが流れる形になります。

それと、今、インターネット配信で、ライブ映像のほうが流れておりますけれども、そちらにも文字情報

のほうが流れる形で考えております。

あと、この文字情報システムにつきましては、スタンドアローンということで、学習機能のほうがついて

おりますので、あらかじめ単語登録等のほうをして、随時更新というか、していくような形にはなるのかな

と思います。

それと、この傍聴席にありますモニター、上下２段のモニターなのですけれども、こちらは移動可能とな

っておりますので、この全協室ですとか、そういった部屋でも活用のほうが可能となっております。

あと、10インチの小型モニターを一般質問席と、あと議長さんの前の演台、そちらに残時間が表示される

もの、そちらのほうの設置と、あと各議員さんの議席に充電用のコンセント設置を２席に１台という形で設

置のほうをさせていただくことで考えております。

すみません。駆け足で申し訳ありません。以上となります。

〇議長（細谷光弘君） ありがとうございます。

この議案第41号 財産の取得につきましては、定例会のほうでは質問しないで、ここで質問していただき

たいのですが、皆さん、質問があれば、どうぞ聞いてください。

小松議員。

〇議員（小松伸介君） 小松です。ご説明ありがとうございます。

ちょっと１点確認したいのが、この契約の議案の最後のページにもあるのですけれども、各機器の保証に

ついてということで、製造メーカーの基準に準じと書いてあるのですけれども、これ内容をちょっと教えて

いただきたいのですけれども。

〇議長（細谷光弘君） 局長。
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〇事務局長（小林豊明君） 今、いただいた質問の関係なのですけれども、その各メーカーで基準で定めて

おります機械ごとのそれの保証の期間という形になります。

〔「どれぐらいというのは」と呼ぶ者あり〕

〇事務局長（小林豊明君） 基本的には１年になる予定でございます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

小松議員。

〇議員（小松伸介君） はい、分かりました。基本的には１年ということで、傍聴席にモニターを設置する

ので、破損とか、そういう故障とか、そういったときにはどういう対応を考えているのか、伺いたいと思い

ます。

〇議長（細谷光弘君） 局長。

〇事務局長（小林豊明君） 今、小松議員さんのほうから質問は、傍聴席の方の瑕疵によって壊れた場合と

いうことですか。基本的には傍聴者の方に対して補償を求めるかということですよね。今、ちょっとそこま

では考えてはいないところではあるのですけれども、その状況によって、本当に故意に破損とかの行為に及

んだ場合については、そういった補償、補償というか、修繕のほうのことを考えてもいいのかもしれません

が、故意でない場合等もあると思いますので、その状況によっての対応になるかと思います。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

目的で、傍聴者への会議資料の可視化とあるのですけれども、この傍聴者への資料の可視化ということに

ついてちょっと説明してもらっていいですか。

〇議長（細谷光弘君） 小林次長。

〇事務局次長（小林忠之君） 傍聴者に会議資料ということなので、今、最初に考えているのは、モアノー

トの一般質問で議員の皆さんが資料を執行部のほうに掲示していると思うのですけれども、まずそれはすぐ

可視化できるのかなと思っています。ただ、あとほかの議案等については、今、広報広聴でもお話ししてい

ると思うのですけれども、それのモニターへの映し出しもできないことはないのですけれども、ただ、それ

の操作とかもありますので、そこはまだ今後協議していただいて、どういうふうにするかは使用については

ご協議の上、使っていこうかなと思っています。ただ、パソコンの画面は表示することはできますので、そ

ういう対応はできると思います。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

その一般質問で、モアノートの共有なのですけれども、それは誰のパソコンと共有するのか。一般質問者

がしていいのかどうか。

〇議長（細谷光弘君） 小林次長。

〇事務局次長（小林忠之君） それも運用の問題だと思うのですけれども、それもご協議いただく形にはな

ってしまうと思うのですけれども、一応表示用のパソコンは事務局の操作ができる状況になっておりますの
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で、議員さんが操作していただくのもできますけれども、もし事務局で操作ということであれば、それも対

応は可能だと思っています。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

事務局人数いないので、今以上にいっぱいいっぱいになると、ちょっと対応できないのではないかなとい

うと、やっぱり議員がやったほうがいいとなると、一般質問席でできるようになればいいかなと思うのです

けれども、協議はでは議運ですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇議員（菊地浩二君） でいいのかな。では、11月になるので、12月から使えるということでいいのですか。

どうでしょうか。

〇議長（細谷光弘君） 局長。

〇事務局長（小林豊明君） はい、そうですね。今、菊地議員からありましたように、今後の運用について

は、議運でお話をしていただいて、12月から実際に使用できるような形でいければと考えております。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

その際に、自分の資料もそうなのですけれども、権利関係で怪しいのがあると、公表できなくなるという

ので、そこら辺も考えないといけなくなってくるのかなというのが課題かなと思うので、その点もお願いし

たいと思います。

それと、その後の発言内容のリアルタイムな文字化の実現、これはユーチューブのほうにもそれが出るの

かどうか。今はタイムラグがあるので、それをどうするのかというのを伺いたいと思うのです。

〇議長（細谷光弘君） 小林次長。

〇事務局次長（小林忠之君） 一応今回スタンドアローンでやるのですけれども、反応はまあまあいい。変

換精度はちょっとまただんだん精度を高めていかないと、ちょっと怪しいところもあるのですけれども、反

応については結構素早いので、それをユーチューブの画面の中に合成して出すような形もできます。ただ、

これについてはその精度をよく見てから、ちょっと実際にそのユーチューブに流せるかどうかは判断する必

要があるのかなと思っています。映像だけもできますし、その合成画像を流すこともできるので、それはち

ょっと今後の運用次第だと思っています。

以上です。

〇議長（細谷光弘君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） そのユーチューブとかになると、委員会担当、どっちかなんてなってくると、どう

なのと思うのですけれども、どうなのでしょう。検討の仕方と、今の事務局の体制等を考えると、仕事を増

やすのはなかなか難しいと思うのです。

〔「人を増やせばいいんじゃないの」と呼ぶ者あり〕

〇議員（菊地浩二君） 人を増やせと意見がありますけれども、簡単にそれができればいいのですけれども、

そこら辺もどうやって検討していくのかと、どうなのですか。
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〇議長（細谷光弘君） 局長。

〇事務局長（小林豊明君） ご提案ありがとうございます。そうですね。おっしゃるとおり、その辺につい

ても今後検討、今、ぱっと私のほうから申し上げるのが難しいので、ちょっとその辺は検討課題かなと思い

ます。

〇議長（細谷光弘君） ほかにございますか。

久保議員。

〇議員（久保健二君） 久保です。

ごめんなさい。前期このモニターの活用というか、調査と、それと今回は予算のほうを上げていただいて、

整備のほうが今回実施されるということになったのですけれども、この件に関しては前期の委員のメンバー

で視察等を行って、他自治体の運用活用方法だとかというのを調査してきていて、やはり今、菊地議員のほ

うからお話があったように、ほかの事務局の人数ってもっと多いのですよね。なので、一般質問でこのよう

な資料をモニターに映したいというときに、事務局が実際にやっているというケース、ほかの自治体ではそ

のようなことを行われていました。ただ、やはりうちの場合は４人しかいないというのと、事務局のほうに

やはり配置していなければいけないというのもあるので、なかなか事務局のほうでその操作のほうをお願い

するというのは難しいのかなと考えると、議員のほうで一般質問席から操作をという形になるのかなと思う

のですが、ただ、ほかの議会で調査をした、お話を聞いたのですけれども、やはり議員によってそれができ

る議員、できない議員、できない議員は結局モニターってただ単に見るだけのものになってしまうというよ

うなお話も聞いてきたので、なるべくこれ皆さんが活用できるような方法というのを議運のほうで協議をし

て、ユーチューブ配信となると、やはり今、菊地議員のほうが委員長をまた今回もやっていますけれどもと

いう話になるので、そこは活用方法とか、その辺というのは、今回議運のほうでも２年間の協議方法の中で、

私もちょっとそれ入れさせていただいたところではあるのですけれども、しっかりと協議させていただいて、

それを配信するのに当たっては、また広報広聴のほうで協議をしていただくことにもなるのかなというふう

には感じていたところです。ある程度のところのベースまでは議運のほうで協議する話なのかなというふう

には思ってはおりました。あとは委員長が今いらっしゃるので、今後協議をしっかりしていこうかなとは思

っています。

〇議長（細谷光弘君） 質問ではないのですか。

大丈夫ですか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） では、議会運営委員会のほうでそちらのほうも考慮していただければと思います。

この件につきまして、まだ何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） なければ、この議案第41号については締めさせていただきます。

ほかにございますか。事務局のほうで大丈夫ですか。

また、互助会費はいいですか、再度。

〇事務局長（小林豊明君） では、今、ちょっと議長さんのほうからありました議員さんの互助会費の支払

いが明日から６月20日金曜日までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
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〇議長（細谷光弘君） それでは、ほかにないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（細谷光弘君） なければ、これで全員協議会のほうは締めさせていただきたいと思います。

事務局、お願いします。

◎閉会の宣告

〇事務局長（小林豊明君） ありがとうございました。大変お疲れさまでございます。

閉会につきまして、桃園副議長よりよろしくお願いいたします。

〇副議長（桃園典子君） 長時間にわたりましてご協議いただきました。大変にお疲れさまでした。ありが

とうございました。

本日の協議の中で、オーストラリア・クイーンズランド州の示していただきました資料に関しては訂正を

いただき、再度議員に示していただくことになりました。

また、その他でご協議いただきましたけれども、議会会議映像資料及び音声認識字幕表示等システムの仕

様概要については、様々これから運用に当たっての検討点が議員の皆さんよりも示されましたので、この件

につきましては、議会運営委員会でしっかりご協議をいただいて、運用がスムーズにいくように整理をして

いただきますようよろしくお願いいたします。

この後、６月21、22、28、29日がまちづくり懇話会が開催をされます。町の行政に関する町民の皆さんの

ご意見をお伺いできる大変に公聴という意味において大事な場になるかと思います。私たち議員も参加して

まいりますけれども、しっかり皆さんの声に耳を傾けてまいりたいと思います。６月16日、月曜日で定例会

も最終になりますので、議案の調査をしっかり進めて臨んでまいりたいと思います。

長時間にわたりましてご協議ありがとうございました。以上で終了いたします。

（午後 零時１９分）


